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№ 議案番号 件          名 頁 

1 第 1号議案 吉川市営駐車場条例を廃止する条例 １ 

2 第 2号議案 吉川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 ２ 

3 第 3号議案 吉川市介護福祉総合条例の一部を改正する条例 ６ 

4 第 4号議案 
吉川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例 
１２ 

5 第 5号議案 吉川市子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 ２７ 

6 第 6号議案 
吉川市ひとり親等家庭の医療費の支給に関する条例の一部を

改正する条例 
２９ 

7 第 7号議案 
吉川市国民健康保険税条例及び吉川市国民健康保険条例の一

部を改正する条例 
３２ 

8 第 8号議案 吉川市都市公園条例等の一部を改正する条例 ４２ 

9 第 9号議案 
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 
４８ 

10 第 10号議案 吉川市部設置条例の一部を改正する条例 ５０ 

11 第 11号議案 
吉川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 
５３ 

12 第 12号議案 
吉川市における幸福実感向上を目指したまちづくりのための

産業振興基本条例 
１０８ 

13 第 13号議案 
市長及び副市長の給与等に関する条例及び吉川市教育委員会

教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 
１１２ 

14 第 14号議案 
吉川市職員の給与に関する条例及び吉川市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 
１１４ 

15 第 15号議案 工事請負契約の変更契約の締結について １２８ 

16 第 16号議案 
埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び同組合の規約変更について 
１２９ 

17 第 17号議案 和解及び損害賠償の額を定めることについて １３４ 

18 第 18号議案 市道の路線認定及び廃止について １３６ 

19 第 19号議案 副市長の選任について １３８ 



 

20 第 20号議案 平成２９年度吉川市一般会計補正予算（第５号） ― 

21 第 21号議案 
平成２９年度吉川市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 
― 

22 第 22号議案 平成２９年度吉川市下水道事業特別会計補正予算（第３号） ― 

23 第 23号議案 
平成２９年度吉川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号） 
― 

24 第 24号議案 平成２９年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第３号） ― 

25 第 25号議案 
平成２９年度吉川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号） 
― 

26 第 26号議案 
平成２９年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２号） 
― 

27 第 27号議案 平成２９年度吉川市水道事業会計補正予算（第２号） ― 

28 第 28号議案 平成３０年度吉川市一般会計予算 ― 

29 第 29号議案 平成３０年度吉川市国民健康保険特別会計予算 ― 

30 第 30号議案 平成３０年度吉川市下水道事業特別会計予算 ― 

31 第 31号議案 平成３０年度吉川市農業集落排水事業特別会計予算 ― 

32 第 32号議案 平成３０年度吉川市介護保険特別会計予算 ― 

33 第 33号議案 平成３０年度吉川市後期高齢者医療特別会計予算 ― 

34 第 34号議案 
平成３０年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事

業特別会計予算 
― 

35 第 35号議案 平成３０年度吉川市水道事業会計予算 ― 
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第１号議案 

   吉川市営駐車場条例を廃止する条例 

 吉川市営駐車場条例（平成２３年吉川市条例第２３号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業が事業計画決定されたこと

に伴い、その事業区域内にある吉川美南駅東口暫定駐車場を廃止したいので、この案を提

出するものである。 
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第２号議案 

   吉川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年吉川市条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「削除

条項等」という。）を削り、同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追

加号」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条項等を除

く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号

の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当

該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、

次に掲げる被保険者とする。 

 (1) 略 

 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号。以下「法」とい

う。）第５５条第１項（法第５５条の２第

２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける被保険者であって、病院

等（法第５５条第１項に規定する病院等を

いう。以下同じ。）に入院等（同項に規定

する入院等をいう。以下同じ。）をした際

市に住所を有していた被保険者 

 (3) 法第５５条第２項第１号（法第５５条の

 

 （保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、

次に掲げる被保険者とする。 

 (1) 略 

 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号。以下「法」とい

う。）第５５条第１項の規定の適用を受け

る被保険者であって、病院等（同項に規定

する病院等をいう。以下同じ。）に入院等

（同項に規定する入院等をいう。以下同

じ。）をした際市に住所を有していた被保

険者 

 

 (3) 法第５５条第２項第１号の規定の適用を
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２第２項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける被保険者であって、

継続して入院等をしている２以上の病院等

のうち最初の病院等に入院等をした際市に

住所を有していた被保険者 

 (4) 法第５５条第２項第２号（法第５５条の

２第２項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける被保険者であって、

最後に行った法第５５条第２項第２号に規

定する特定住所変更に係る同号に規定する

継続入院等の際市に住所を有していた被保

険者 

 (5) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受

ける被保険者であって、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条

の２第１項及び第２項の規定の適用を受

け、これらの規定により市に住所を有する

ものとみなされた国民健康保険の被保険者

であった被保険者 

 

   附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受ける被保険者であって、継続して入院等

をしている２以上の病院等のうち最初の病

院等に入院等をした際市に住所を有してい

た被保険者 

 

 (4) 法第５５条第２項第２号の規定の適用を

受ける被保険者であって、最後に行った同

号に規定する特定住所変更に係る同号に規

定する継続入院等の際市に住所を有してい

た被保険者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２０年４月１日から

施行する。 

 

 （平成２０年度における被扶養者であった被

保険者に係る保険料の徴収の特例） 

第２条 平成２０年度における被扶養者であっ

た被保険者（法第９９条第２項に規定する被
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 この条例は、平成２０年４月１日から施行す

る。 

  

扶養者であった被保険者をいう。以下同

じ。）に係る普通徴収の方法によって徴収す

る保険料の納期は、第４条第１項の規定にか

かわらず、次のとおりとする。 

 (1) 第１期 １０月１日から同月３１日まで 

 (2) 第２期 １１月１日から同月３０日まで 

 (3) 第３期 １２月１日から同月３１日まで 

 (4) 第４期 １月１日から同月３１日まで 

 (5) 第５期 ２月１日から同月末日まで 

２ 平成２０年度において、被扶養者であった

被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収

する保険料の納期について第４条第２項の規

定を適用する場合においては、同項中「市長

が別に定める」とあるのは、「１０月１日以

後における市長が別に定める時期とする」と

する。 

 

 

 

  

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 平成３０年４月１日から、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等

の一部を改正する法律（平成２７年法律第３１号）が施行され、高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号）第５５条の２の規定が新設されることに伴い、後期

高齢者医療制度加入時の住所地特例の取扱いを変更したいので、この案を提出するもので
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ある。 
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第３号議案 

   吉川市介護福祉総合条例の一部を改正する条例 

 吉川市介護福祉総合条例（平成１２年吉川市条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「削除号」という。）を削り、

同表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下「改正部

分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改め

る。 

 

改正後 改正前 

 

 （保険料率） 

第１３条 平成３０年度から平成３２年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる介護保険法第９条第１号に規定する第１

号被保険者（以下「第１号被保険者」とい

う。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定め

る額とする。 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第

１項第１号に掲げる者 ２９，０６４円 

 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３

７，７８３円 

 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４

３，５９６円 

 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５

０，５７１円 

 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５

 

 （保険料率） 

第１３条 平成２７年度から平成２９年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる介護保険法第９条第１号に規定する第１

号被保険者（以下「第１号被保険者」とい

う。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定め

る額とする。 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第

１項第１号に掲げる者 ２５，５４７円 

 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３

６，９０１円 

 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４

２，５７９円 

 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４

９，３９１円 

 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５
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８，１２８円 

 (6) 次のいずれかに該当する者 ６９，７５

３円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額

とする。以下この項において同じ。）が

１，２００，０００円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

イ、第８号イ、第９号イ又は第１０号イ

に該当する者を除く。） 

 (7) 次のいずれかに該当する者 ７２，６６

０円 

  ア 合計所得金額が２，０００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

６，７７２円 

 (6) 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ６

８，１２６円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 令第３９条第１項第７号に掲げる者 ７

０，９６５円 
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  イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

イ、第９号イ又は第１０号イに該当する

者を除く。） 

 (8) 次のいずれかに該当する者 ８７，１９ 

２円 

  ア 合計所得金額が３，０００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ

又は第１０号イに該当する者を除く。） 

 (9) 次のいずれかに該当する者 ９８，８１ 

７円 

 

  ア 合計所得金額が４，０００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) 令第３９条第１項第８号に掲げる者 ８

５，１５８円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) 令第３９条第１項第９号に掲げる者のう

ち、次のいずれかに該当する者 ９６，５

１２円 

  ア 前年中の公的年金等の収入金額（所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第３５

条第２項第１号に規定する公的年金等の

収入金額をいう。）及び同年の合計所得

金額（地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額をいい、その額が零を

下回る場合には、零とする。）の合計額

が４，０００，０００円以下である者 
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  イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号

イに該当する者を除く。） 

 (10) 次のいずれかに該当する者 １０４，

６３０円 

 

  ア 合計所得金額が５，０００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当す

る者を除く。） 

 (11) 前各号のいずれにも該当しない者 １

１０，４４３円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る平成３０年度か

ら平成３２年度までの各年度における保険料

率は、同号の規定にかかわらず、２６，１５

７円とする。 

 

 

 

 

 

  イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）又は同項

第９号ロに該当する者を除く。） 

 (10) 令第３９条第１項第９号に掲げる者の

うち、前号に該当しない者 １０２，１８

９円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者

 １０７，８６６円 

２ 次の各号に掲げる規定中の市町村が定める

額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 

 

 

 (1) 令第３９条第１項第６号イ １，２０

０，０００円 

 (2) 令第３９条第１項第７号イ １，９０

０，０００円 

 (3) 令第３９条第１項第８号イ ２，９０
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   附 則 

 

 （福祉施策の負担金に関する経過措置） 

第４条 略 

２ 市長は、介護保険法第１８条第１号の介護

給付に係る居宅サービス、地域密着型サービ

ス若しくは施設サービスを利用する要介護者

（この条例施行の際、現に特別養護老人ホー

ムへの入所を利用している者を除く。以下こ

の項において同じ。）、同条第２号の予防給

付に係る居宅サービス、地域密着型サービス

若しくは同法第１１５条の４５第１項第１号

の第１号事業のうち同法第１１５条の４５の

３の指定事業者により提供されるサービス

（以下この項において「指定サービス」とい

う。）を利用する要支援者、同法第１８条第

３号の市町村特別給付に係るサービスを利用

する要介護者又は指定サービスを利用する介

護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２

号に定める第１号被保険者で、介護保険法施

行令第３９条第１項第１号に掲げる者に該当

するものに対し当分の間、規則で定めるとこ

ろにより当該居宅サービス、地域密着型サー

ビス、施設サービス又は指定サービスに係る

負担金を補助するものとする。 

３ 略 

０，０００円 

 (4) 令第３９条第１項第９号イ ５，００

０，０００円 

 

   附 則 

 

 （福祉施策の負担金に関する経過措置） 

第４条 略 

２ 市長は、介護保険法第１８条第１号の介護

給付に係る居宅サービス、地域密着型サービ

ス若しくは施設サービスを利用する要介護者

（この条例施行の際、現に特別養護老人ホー

ムへの入所を利用している者を除く。以下こ

の項において同じ。）、同条第２号の予防給

付に係る居宅サービス若しくは地域密着型サ

ービスを利用する要支援者、同法第１１５条

の４５第１項第１号の第１号事業のうち同法

第１１５条の４５の３の指定事業者により提

供されるサービス（以下この項において「指

定サービス」という。）若しくは同法第１８

条第３号の市町村特別給付に係るサービスを

利用する要介護者又は指定サービスを利用す

る介護保険法施行規則第１４０条の６２の４

第２号に定める第１号被保険者で、介護保険

法施行令第３９条第１項第１号に掲げる者に

該当するものに対し当分の間、規則で定める

ところにより当該居宅サービス、地域密着型

サービス、施設サービス又は指定サービスに

係る負担金を補助するものとする。 

３ 略 
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   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の吉川市介護福祉総合条例（以下「改正後の条例」という。）

附則第４条第２項の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

 （介護保険料の適用区分） 

３ 改正後の条例第１３条の規定は、平成３０年度以後の年度分の介護保険料について適

用し、平成２９年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。 

  平成３０年２月２３日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 第７期吉川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料等の改正を

行いたいので、この案を提出するものである。 
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第４号議案 

   吉川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

 第３章 運営に関する基準（第６条―第３１条） 

 第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３２条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４

７条第１項第１号、第７９条第２項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に

基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法及び指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）で

使用する用語の例による。 

 （指定居宅介護支援事業者の指定及び基本方針） 

第３条 法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する場合を含む。）

の条例で定める者は、法人とする。 

２ 前項の法人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団（第８項において「暴力団」という。）であっ

てはならない。 

３ 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るように配慮して行われるものでなければならない。 

４ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及
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び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス

等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、

公正中立に行われなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センタ

ー、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護

支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施

設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との

連携に努めなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第６号に規定する暴力団員（次項において「暴力団員」という。）又は吉川市暴力団

排除活動推進条例（平成２４年吉川市条例第１９号）第３条第２項に規定する暴力団

関係者（次項において「暴力団関係者」という。）と社会的に非難される関係を有し

てはならない。 

８ 指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係

者を使用し、又はこれらの者を運営に関与させてはならない。 

   第２章 人員に関する基準 

 （従業員の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事

業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専

門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とする。 

 （管理者） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置か

なければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１

４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員（以下「主任介護支援専門員」

という。）でなければならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 
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 (1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する

場合 

 (2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居

宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

   第３章 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第２０条に規定する運営規程の概要その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居

宅サービス計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるも

のであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることがで

きること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた

場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所

に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、

第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族
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の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の

承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

 (2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する

重要事項を記録したものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけ

ればならない。 

 (1) 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家

族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電

磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項

の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 （提供拒否の禁止） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んでは

ならない。 

 （サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅

介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等

を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であ
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ると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じな

ければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、そ

の者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認

定の有効期間を確かめるものとする。 

 （要介護認定の申請に係る援助） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用

申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受

けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当

該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

 （身分を証する書類の携行） 

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に

身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたと

きは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基

づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係る

ものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料（居宅介護サービ

ス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、居宅介護サー

ビス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要し

た交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっ
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ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１項の

利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証

明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 （指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１４条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる

とともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。 

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

 (1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に

関する業務を担当させること。 

 (2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う

こと。 

 (3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常

生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身、家族の状況等に応じ、継続的かつ

計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならないこと。 

 (4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般

を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サ

ービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅

サービス計画上に位置付けるよう努めなければならないこと。 

 (5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサ

ービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する

サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するこ

と。 
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 (6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその

置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用

者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把

握しなければならないこと。 

 (7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して

行わなければならないこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を

利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

 (8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づ

き、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体

制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するため

の最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対す

る意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの

目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供す

る上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない

こと。 

 (9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案

に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」とい

う。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容につ

いて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めること。ただし、利用者（末期

の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以

下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合

その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意

見を求めることができるものとする。 

 (10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等に

ついて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の

原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意
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を得なければならないこと。 

 (11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画

を利用者及び担当者に交付しなければならないこと。 

 (12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に

対して、訪問介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）

第２４条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サービス等基準にお

いて位置付けられている計画の提出を求めること。 

 (13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居

宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提

供を行うこと。 

 (14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受

けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者

の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て

主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供すること。 

 (15) 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わ

なければならないこと。 

  ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

  イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

 (16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催によ

り、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの

意見を求めること。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対

する照会等により意見を求めることができるものとする。 

  ア 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

  イ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 (17) 第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計画の変更

について準用すること。 
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 (18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率

的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが

困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する

場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。 

 (19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から

依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、

居宅サービス計画の作成等の援助を行うこと。 

 (20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介

護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける

場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が

必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければ

ならないこと。 

 (21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医

師等の意見を求めなければならないこと。 

 (22) 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、

当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならないこと。 

 (23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の

医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等

の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービ

ス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の

医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを

行うこと。 

 (24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護

を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十

分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場

合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の

有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないこと。 

 (25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載する
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とともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与

を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要があ

る場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならないこと。 

 (26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を

記載しなければならないこと。 

 (27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又は法第３

７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種

類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係

る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請が

できることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス

計画を作成しなければならないこと。 

 (28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合に

は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を

図ること。 

 (29) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、指定介

護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その

業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が

適正に実施できるよう配慮しなければならないこと。 

 (30) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第

１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意

見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならないこと。 

 （法定代理受領サービスに係る報告） 

第１６条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第４１条第１０項の規定により

同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団

体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団

体連合会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス

等のうち法定代理受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費
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が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サー

ビス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載

した文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サ

ービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書

を、市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当

該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

 （利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望す

る場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者から

の申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施

状況に関する書類を交付しなければならない。 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号

のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればならない。 

 (1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等に

より、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

 (2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

 （管理者の責務） 

第１９条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 （運営規程） 

第２０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲

げる事項を定めるものとする。 

 (1) 事業の目的及び運営の方針 
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 (2) 職員の職種、員数及び職務内容 

 (3) 営業日及び営業時間 

 (4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

 (5) 通常の事業の実施地域 

 (6) 前各号に掲げるもののほか運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供でき

るよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制

を定めておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。た

だし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

 （設備、備品等） 

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとと

もに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。 

 （従業者の健康管理） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなければならない。 

 （掲示） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持） 

第２５条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、

必要な措置を講じなければならない。 
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３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 （広告） 

第２６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合

においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

 （居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービ

ス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対し

て特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行って

はならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関

し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指

示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償

として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

 （苦情処理） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サ

ービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護支援等」

という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければ

ならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第２３条の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の

職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導

又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 
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４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を当該市町村に報告しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス

又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関

して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して

国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、

自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は

助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事

故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 （会計の区分） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅

介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 

 （記録の整備） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 (1) 第１５条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

 (2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 
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  ア 居宅サービス計画 

  イ 第１５条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

  ウ 第１５条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

  エ 第１５条第１５号に規定するモニタリングの結果の記録 

 (3) 第１８条に規定する市町村への通知に係る記録 

 (4) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 (5) 第２９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

   第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

 （準用） 

第３２条 第３条第３項から第８項まで、第２章及び第３章（第２８条第６項及び第７項

を除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第６条第１項中「第２０条」とあるのは「第３２条において準用する第２０条」

と、第１２条第１項中「指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基づき居宅介

護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除

く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」

とあるのは「特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１５条第２０号の規定は、

平成３０年１０月１日から施行する。 

 （管理者に係る経過措置） 

２ 平成３３年３月３１日までの間は、第５条第２項の規定にかかわらず、介護支援専門

員（主任介護支援専門員を除く。）を第５条第１項に規定する管理者とすることがで

きる。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部改正により、平成３０年４月１日から居

宅介護支援事業の指定等の権限が市町村に移譲されるため、当市における居宅介護支援事

業等における人員及び運営に関する基準を定めたいので、この案を提出するものである。 
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第５号議案 

   吉川市子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市子ども医療費支給に関する条例（平成１３年吉川市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 子ども 市内に住所を有し、医療保険各

法の規定による被保険者又は被扶養者であ

る１５歳に達する日以後の最初の３月３１

日に達するまでの者をいう。ただし、次の

アからエまでに掲げる者を除く。 

  ア～ウ 略 

  エ 吉川市ひとり親等家庭の医療費の支給

に関する条例（平成４年吉川町条例第１

７号）第３条第１項の規定によりその者

のひとり親等がひとり親等家庭の医療費

の支給を受けている者 

 (2) 受給資格者 親権を行う者、未成年後見

人その他の者で、子どもを現に監護してい

 

 （定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 子ども 市内に住所を有し、医療保険各

法の規定による被保険者又は被扶養者であ

る１５歳に達する日以後の最初の３月３１

日に達するまでの者をいう。ただし、次の

アからエまでに掲げる者を除く。 

  ア～ウ 略 

  エ 吉川市ひとり親等家庭の医療費の支給

に関する条例（平成４年吉川市条例第１

７号）第３条第１項の規定によりその者

のひとり親等がひとり親等家庭の医療費

の支給を受けている者 

 (2) 受給資格者 親権を行う者、未成年後見

人その他の者で、子どもを現に監護し、か
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るもの（以下この号において「保護者」と

いう。）のうち主たる生計維持者である者

をいう。ただし、子どもと生計を同じくす

る保護者が複数いる場合で、当該保護者同

士が生計を同じくしていないときは、当該

子どもと同居している保護者をいう。 

 (3) 略 

 (4) 医療機関等 健康保険法第６３条第３項

各号に規定する病院若しくは診療所又は薬

局並びに同法第８８条第１項に規定する指

定訪問看護事業者並びに柔道整復師法（昭

和４５年法律第１９号）第２条第１項に規

定する柔道整復師及びあん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

（昭和２２年法律第２１７号）第１条に規

定するあん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師をいう。 

 

 (5)及び(6) 略 

  

つ、子どもの主たる生計維持者である者を

いう。 

 

 

 

 

 (3) 略 

 (4) 医療機関等 健康保険法（大正１１年法

律第７０号）第６３条第３項各号に規定す

る病院若しくは診療所又は薬局並びに同法

第８８条第１項に規定する指定訪問看護事

業者並びに柔道整復師法（昭和４５年法律

第１９号）第２条第１項に規定する柔道整

復師及びあん摩マッサージ指圧師、はり

師、きゅう師等に関する法律（昭和２２年

法律第２１７号）第１条に規定するあん摩

マッサージ指圧師、はり師、きゅう師をい

う。 

 (5)及び(6) 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 子ども医療費支給事業における受給資格者の定義において、保護者が同居していない場

合の取扱いについて明確化する等、所要の整備をしたいので、この案を提出するものであ

る。 
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第６号議案 

   吉川市ひとり親等家庭の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市ひとり親等家庭の医療費の支給に関する条例（平成４年吉川町条例第１７号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （用語の定義） 

第２条 略 

２ この条例において「ひとり親等」とは、次

の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 (1) 児童扶養手当法第４条第１項第１号イか

らホまでのいずれかに該当する児童を監護

する母 

 (2) 児童扶養手当法第４条第１項第２号イか

らホまでのいずれかに該当する児童（前号

に掲げる者に監護され、又は次号に掲げる

者に養育される児童を除く。）を監護し、

かつ、当該児童と生計を同じくする父（当

該児童の母が当該児童を懐胎した当時婚姻

の届出をしていないが、当該母と事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者を含む。） 

 (3) 児童扶養手当法第４条第１項第３号の養

育者（第１号に掲げる者に監護される児童

の養育者を除く。）で児童福祉法（昭和２

 

 （用語の定義） 

第２条 略 

２ この条例において「ひとり親等」とは、次

の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 (1) 児童扶養手当法第４条第１号イからホま

でのいずれかに該当する児童を監護する母 

 

 (2) 児童扶養手当法第４条第２号イからホま

でのいずれかに該当する児童（第１号に掲

げる者に監護され、又は第３号に掲げる者

に養育される児童を除く。）を監護し、か

つ、当該児童と生計を同じくする父（当該

児童の母が当該児童を懐胎した当時婚姻の

届出をしていないが、当該母と事実上婚姻

関係と同様の事情にあった者を含む。） 

 (3) 児童扶養手当法第４条第３号の養育者

（第１号に掲げる者に監護される児童の養

育者を除く。）で児童福祉法（昭和２２年
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２年法律第１６４号）第６条の３第８項に

規定する小規模住居型児童養育事業を行う

者及び同法第６条の４に規定する里親以外

のもの 

３～５ 略 

 

 （支給要件） 

第３条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者には、ひとり親等家庭の医

療費を支給しない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 所得の額が、所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２条第１項第３３号に規定す

る同一生計配偶者、同項第３４号に規定す

る扶養親族（以下「扶養親族等」とい

う。）並びに当該ひとり親等の扶養親族等

でない児童でひとり親等が当該所得のあっ

た年の１２月３１日において生計を維持し

たものの数に応じて規則で定める額以上で

ある者 

 (5)及び(6) 略 

３及び４ 略 

  

法律第１６４号）第６条の２第８項に規定

する小規模住居型児童養育事業を行う者及

び同法第６条の３に規定する里親以外のも

の 

３～５ 略 

 

 （支給要件） 

第３条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者には、ひとり親等家庭の医

療費を支給しない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 所得の額が、所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２条第１項第３３号に規定す

る控除対象配偶者、同項第３４号に規定す

る扶養親族（以下「扶養親族等」とい

う。）並びに当該ひとり親等の扶養親族等

でない児童でひとり親等が当該所得のあっ

た年の１２月３１日において生計を維持し

たものの数に応じて規則で定める額以上で

ある者 

 (5)及び(6) 略 

３及び４ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 
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 所得税法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第４号）が施行されたことに伴う用

語の整理等、所要の整備をしたいので、この案を提出するものである。 
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第７号議案 

   吉川市国民健康保険税条例及び吉川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 （吉川市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  次の表の改正後の欄中号の表示に下線の引かれた号（以下「追加号」という。）を加

える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下「改正後

部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険

税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険

税の課税額は、国民健康保険の被保険者であ

る世帯主及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した基礎課税額（国民

健康保険税のうち、国民健康保険に要する費

用（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保

法」という。）の規定による後期高齢者支援

金等（以下「後期高齢者支援金等」とい

う。）及び介護保険法（平成９年法律第１２

３号）の規定による納付金（以下「介護納付

金」という。）の納付に要する費用を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税
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 (1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険に関する特別会計において負担

する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金

（以下この条において「国民健康保険事業

費納付金」という。）の納付に要する費用

のうち、県の国民健康保険に関する特別会

計において負担する高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号。以

下「高齢者医療確保法」という。）の規定

による後期高齢者支援金等（以下この条に

おいて「後期高齢者支援金等」という。）

及び介護保険法（平成９年法律第１２３

号）の規定による納付金（以下この条にお

いて「介護納付金」という。）の納付に要

する費用に充てる部分を除く。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援

金等課税額（国民健康保険税のうち、後期高

齢者支援金等の納付に要する費用に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。）並びに当該世帯主及び当該世帯に属す

る国民健康保険の被保険者のうち同法第９条

第２号に規定する被保険者である者につき算

定した介護納付金課税額（国民健康保険税の

うち、同法の規定による納付金の納付に要す

る費用に充てるための国民健康保険税の課税

額をいう。以下同じ。）の合算額とする。 
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 (2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保

険税のうち、国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（県の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等の納付に要する費用に充てる部分

に限る。）に充てるための国民健康保険税

の課税額をいう。以下同じ。） 

 (3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険

の被保険者のうち、介護保険法第９条第２

号に規定する第２号被保険者であるものを

いう。以下同じ。）につき算定した介護納

付金課税額（国民健康保険税のうち、国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が５１０，０００

円を超える場合においては、基礎課税額は、

５１０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が１６０，００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の基礎課税額は、国民健康保険の被保

険者である世帯主及びその世帯に属する国民

健康保険の被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が５００，０００円を超える

場合においては、基礎課税額は、５００，０

００円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、国

民健康保険の被保険者である世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が１３
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０円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、１６０，０００円とする。 

 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護

納付金課税被保険者である世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

介護納付金課税被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が１４０，０００円

を超える場合においては、介護納付金課税額

は、１４０，０００円とする。 

 

 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に１００分の

６．４を乗じて算定する。 

 

 

 

２ 略 

 

０，０００円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、１３０，０００円

とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金

課税被保険者（国民健康保険の被保険者のう

ち介護保険法第９条第２号に規定する被保険

者であるものをいう。以下同じ。）である世

帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被

保険者につき算定した所得割額並びに被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１００，０００円を超える場合におい

ては、介護納付金課税額は、１００，０００

円とする。 

 

 （基礎課税額に係る所得割額） 

 

第３条 前条第２項の所得割額は、国民健康保

険の被保険者である世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者の賦課期日の属

する年の前年の所得に係る地方税法（昭和２

５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合計額から同条第２項の

規定による控除をした後の総所得金額及び山

林所得金額の合計額（第５条及び第７条にお

いて「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に１００分の６．４を乗じて算定す

る。 

２ 略 
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 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額） 

第４条 略 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の

総所得金額等に１００分の１．９を乗じて算

定する。 

 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第６条 略 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る介護納付金

課税額の所得割額） 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付

金課税被保険者の賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に１

００分の１．６を乗じて算定する。 

 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る介護納付金

課税額の被保険者均等割額） 

第８条 略 

 

 （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第１２条 略 

 （基礎課税額に係る被保険者均等割額） 

 

第４条 略 

 

 （後期高齢者支援金等課税額に係る所得割

額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、国民健康

保険の被保険者である世帯主及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者の基礎控除後

の総所得金額等に１００分の１．８を乗じて

算定する。 

 

 （後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額） 

第６条 略 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付

金課税被保険者である世帯主及びその世帯に

属する介護納付金課税被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等に１００分の１．５を乗

じて算定する。 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額） 

第８条 略 

 

 （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第１２条 略 



- 37 - 

２ 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、

その消滅した日（国民健康保険法第６条各号

のいずれかに該当することにより納税義務が

消滅した場合において、その消滅した日が月

の初日であるときは、その前日）の属する月

の前月まで、月割をもって算定した第２条第

１項の課税額を課する。 

 

３～８ 略 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５の規定によ

り、次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の

各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の

区分に応じ当該各号アに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が５１０，００

０円を超える場合には、５１０，０００

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額から次の各号に掲げる国民健康保険税

の納税義務者の区分に応じ当該各号イに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額

が１６０，０００円を超える場合には、１６

０，０００円）及び同条第４項本文の介護納

付金課税額から次の各号に掲げる国民健康保

険税の納税義務者の区分に応じ当該各号ウに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が１４０，０００円を超える場合には、

１４０，０００円）の合算額とする。 

２ 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、

その消滅した日（国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第６条各号のいずれかに

該当することにより納税義務が消滅した場合

において、その消滅した日が月の初日である

ときは、その前日）の属する月の前月まで、

月割をもって算定した第２条第１項の課税額

を課する。 

３～８ 略 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５の規定によ

り、次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の

各号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の

区分に応じ当該各号アに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が５００，００

０円を超える場合には、５００，０００

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額から次の各号に掲げる国民健康保険税

の納税義務者の区分に応じ当該各号イに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額

が１３０，０００円を超える場合には、１３

０，０００円）及び同条第４項本文の介護納

付金課税額から次の各号に掲げる国民健康保

険税の納税義務者の区分に応じ当該各号ウに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が１００，０００円を超える場合には、

１００，０００円）の合算額とする。 
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 (1)～(3) 略 

 

   附 則 

 

 （病床転換支援金等に係る国民健康保険税の

経過措置) 

１４ 高齢者医療確保法附則第２条に規定する

政令で定める日までの間、第２条第１項第１

号中「及び」とあるのは「及び同法の規定に

よる病床転換支援金等（次号において「病床

転換支援金等」という。）並びに」と、同項

第２号中「後期高齢者支援金等の」とあるの

は「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等の」とする。 

 

  

 (1)～(3) 略 

 

   附 則 

 

 （病床転換支援金等に係る国民健康保険税の

経過措置) 

１４ 高齢者医療確保法附則第２条に規定する

政令で定める日までの間、第２条第１項中

「(以下「後期高齢者支援金等」という。)及

び」とあるのは「（以下「後期高齢者支援金

等」という。）及び同法の規定による病床転

換支援金等（以下この項において「病床転換

支援金等」という。）並びに」と、「後期高

齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等の」とする。 

  

 

 （吉川市国民健康保険条例の一部改正） 

第２条 吉川市国民健康保険条例（昭和３４年吉川町条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「削除号」という。）を削

り、同表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「追加項号」

という。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下「改正

部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表

示並びに追加項号を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合

には、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

 

目次 

 第１章 この市が行う国民健康保険の事務

（第１条） 

 第２章 市町村の国民健康保険事業の運営に

関する協議会（第２条・第３条） 

 第３章～第８章 略 

 附則 

 

   第１章 この市が行う国民健康保険の事

務 

 

 （趣旨） 

第１条 この市が行う国民健康保険の事務につ

いては、法令に定めがあるもののほか、この

条例の定めるところによる。 

 

   第２章 市町村の国民健康保険事業の運

営に関する協議会 

 

 （設置等） 

第２条 国民健康保険事業の運営に関する事項

を審議させるため、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号。以下「法」という。）

第１１条第２項に規定する市町村の国民健康

保険事業の運営に関する協議会として、吉川

市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

 

目次 

 第１章 この市が行う国民健康保険（第１

条） 

 第２章 国民健康保険運営協議会（第２条・

第３条） 

 第３章～第８章 略 

 附則 

 

   第１章 この市が行う国民健康保険 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この市が行う国民健康保険について

は、法令に定めがあるもののほか、この条例

の定めるところによる。 

 

   第２章 国民健康保険運営協議会 

 

 

 （国民健康保険運営協議会の委員の定数） 

第２条 国民健康保険運営協議会（以下「協議

会」という。）の委員の定数は、次に定める

ところによる。 
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２ 協議会の委員の定数は、次に定めるところ

による。 

 (1) 被保険者を代表する委員 ５人 

 (2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 

５人 

 (3) 公益を代表する委員 ５人 

 

 （一部負担金） 

第６条 保険医療機関又は保険薬局について療

養の給付を受ける被保険者は、その給付を受

ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に

要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗

じて得た額を、一部負担金として、当該保険

医療機関又は保険薬局に支払わなければなら

ない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 法第４２条第１項第４号の規定が適用さ

れるものである場合 １０分の３ 

 

 

  

 (1) 被保険者を代表する委員 ５人 

 (2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 

５人 

 (3) 公益を代表する委員 ５人 

 

 

 

 

 

 

 

 （一部負担金） 

第６条 保険医療機関又は保険薬局について療

養の給付を受ける被保険者は、その給付を受

ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に

要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗

じて得た額を、一部負担金として、当該保険

医療機関又は保険薬局に支払わなければなら

ない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号。以下「法」という。）第４２条第１

項第４号の規定が適用されるものである場

合 １０分の３ 

  

 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の吉川市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税に
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ついては、なお従前の例による。 

  平成３０年２月２３日提出 

  吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 平成３０年度からの国民健康保険制度改革に伴う所要の改正を行うとともに、健全で安

定的な財政運営を図るため、国民健康保険税の税率等の改定をしたいので、この案を提出

するものである。 
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第８号議案 

   吉川市都市公園条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市都市公園条例の一部改正） 

第１条 吉川市都市公園条例（昭和６３年吉川町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

  次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （都市公園施設の設置基準の特例） 

第５条 略 

２～４ 略 

５ 令第８条第１項の条例で定める割合は、１

００分の５０とする。 

 

 （公園管理者の権限の代行） 

第２９条 法第５条の１１の規定により市長に

代わってその権限を行う者は、前条第１項第

４号の規定の適用については、市長とみな

す。 

  

 

 （都市公園施設の設置基準の特例） 

第５条 略 

２～４ 略 

 

 

 

 （公園管理者の権限の代行） 

第２９条 法第５条の３の規定により市長に代

わってその権限を行う者は、前条第１項第４

号の規定の適用については、市長とみなす。 

 

  

 

 （吉川市まちづくり整備基準条例の一部改正） 

第２条 吉川市まちづくり整備基準条例（平成１８年吉川市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する

場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が
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存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在し

ない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 公共公益施設 次に掲げるものをいう。 

  ア～ウ 略 

  エ 交通安全施設等整備事業の推進に関す

る法律（昭和４１年法律第４５号）第２

条第３項に規定する交通安全施設等整備

事業により設置される施設並びに道路構

造令（昭和４５年政令第３２０号）第３

１条の横断歩道橋等、柵、照明施設、視

線誘導標、緊急連絡施設その他これらに

類する施設で国土交通省令で定めるもの

（以下「安全施設」という。） 

  オ 略 

 (7) 中高層建築物 次に掲げる地域又は区域

の区分に応じ、それぞれに掲げる建築物

（増築、改築又は移転の場合は、当該増築

等に係る部分に限る。）をいう。 

  ア 都市計画法第９条第１項に規定する第

１種低層住居専用地域、同条第２項に規

定する第２種低層住居専用地域及び同条

 

 （用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 公共公益施設 次に掲げるものをいう。 

  ア～ウ 略 

  エ 交通安全施設等整備事業の推進に関す

る法律（昭和４１年法律第４５号）第２

条第３項に規定する交通安全施設等整備

事業により設置される施設並びに道路構

造令（昭和４５年政令第３２０号）第３

１条の横断歩道橋等、さく、照明施設、

視線誘導標、緊急連絡施設その他これら

に類する施設で国土交通省令で定めるも

の（以下「安全施設」という。） 

  オ 略 

 (7) 中高層建築物 次に掲げる地域又は区域

の区分に応じ、それぞれに掲げる建築物

（増築、改築又は移転の場合は、当該増築

等に係る部分に限る。）をいう。 

  ア 都市計画法第９条第１項に規定する第

１種低層住居専用地域及び同条第２項に

規定する第２種低層住居専用地域 軒の
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第８項に規定する田園住居地域 軒の高

さが７メートルを超える建築物又は地階

を除く階数が３以上の建築物 

  イ 都市計画法第９条第３項に規定する第

１種中高層住居専用地域、同条第４項に

規定する第２種中高層住居専用地域、同

条第５項に規定する第１種住居地域、同

条第６項に規定する第２種住居地域、同

条第７項に規定する準住居地域、同条第

９項に規定する近隣商業地域（建築基準

法第５２条に規定する容積率（以下「容

積率」という。）が１０分の２０である

区域に限る。）及び同条第１１項に規定

する準工業地域 高さが１０メートルを

超える建築物 

  ウ 略 

  エ 都市計画法第４条第２項に規定する都

市計画区域（以下「都市計画区域」とい

う。）のうち、ア、イ又はウに掲げる以

外の区域（同法第９条第１３項に規定す

る工業専用地域を除く。） 高さが１５

メートルを超える建築物又は階層が６以

上の建築物。ただし、隣接するア、イ又

はウに掲げる区域の建築基準法第５６条

の２に規定する水平面に、冬至日の真太

陽時による午前８時から午後４時までの

間に日影を生じさせる場合にあっては、

高さが１０メートルを超える建築物 

  オ 都市計画法第９条第１３項に規定する

工業専用地域以外の区域 建築基準法施

高さが７メートルを超える建築物又は地

階を除く階数が３以上の建築物 

 

  イ 都市計画法第９条第３項に規定する第

１種中高層住居専用地域、同条第４項に

規定する第２種中高層住居専用地域、同

条第５項に規定する第１種住居地域、同

条第６項に規定する第２種住居地域、同

条第７項に規定する準住居地域、同条第

８項に規定する近隣商業地域（建築基準

法第５２条に規定する容積率（以下「容

積率」という。）が１０分の２０である

区域に限る。）及び同条第１０項に規定

する準工業地域 高さが１０メートルを

超える建築物 

  ウ 略 

  エ 都市計画法第４条第２項に規定する都

市計画区域（以下「都市計画区域」とい

う。）のうち、ア、イ又はウに掲げる以

外の区域（同法第９条第１２項に規定す

る工業専用地域を除く。） 高さが１５

メートルを超える建築物又は階層が６以

上の建築物。ただし、隣接するア、イ又

はウに掲げる区域の建築基準法第５６条

の２に規定する水平面に、冬至日の真太

陽時による午前８時から午後４時までの

間に日影を生じさせる場合にあっては、

高さが１０メートルを超える建築物 

  オ 都市計画法第９条第１２項に規定する

工業専用地域以外の区域 建築基準法施
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行令（昭和２５年政令第３３８号）第１

３８条各項に規定する工作物で市長がそ

の構造によって生ずる日照被害により周

辺住民の生活に特に重大な影響があるも

のとして告示したもの 

 (8)及び(9) 略 

 

 （道路後退） 

第８条 事業者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、それぞれ当該各号に定める部分

から建築物、工作物、樹木等を除去するよう

努めるものとする。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 開発区域が都市計画法第９条第１３項に

規定する工業専用地域内（大字中井、大字

小松川、中野及び栄町の区域内に限る。）

の道路に接するとき 当該道路の境界線及

び当該道路の中心線からの水平距離４メー

トルの線（当該道路がその中心線からの水

平距離４メートル未満で川その他これらに

類するものに沿う場合にあっては、当該市

道の中心線から川その他これに類するもの

にかかる部分を除いて水平距離４メートル

の線）に挟まれた部分 

２～７ 略 

 

 （汚水の排出） 

第１６条 事業者は、下水道法第９条第１項前

段の規定により公共下水道の供用開始が公示

された区域又は吉川市農業集落排水処理施設

行令（昭和２５年政令第３３８号）第１

３８条各項に規定する工作物で市長がそ

の構造によって生ずる日照被害により周

辺住民の生活に特に重大な影響があるも

のとして告示したもの 

 (8)及び(9) 略 

 

 （道路後退） 

第８条 事業者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、それぞれ当該各号に定める部分

から建築物、工作物、樹木等を除去するよう

努めるものとする。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 開発区域が都市計画法第９条第１２項に

規定する工業専用地域内（大字中井、大字

小松川及び大字中野の区域内に限る。）の

道路に接するとき 当該道路の境界線及び

当該道路の中心線からの水平距離４メート

ルの線（当該道路がその中心線からの水平

距離４メートル未満で川その他これらに類

するものに沿う場合にあっては、当該市道

の中心線から川その他これに類するものに

かかる部分を除いて水平距離４メートルの

線）に挟まれた部分 

２～７ 略 

 

 （汚水の排出） 

第１６条 事業者は、下水道法第９条第１項前

段の規定により公共下水道の供用開始が公示

された区域又は吉川市農業集落排水処理施設
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条例第２条の規定により農業集落排水処理施

設の供用の開始が告示された汚水を処理すべ

き区域以外の区域内において、下水道法第２

条第１号又は吉川市農業集落排水処理施設条

例第３条第１号に規定する汚水（以下「汚

水」という。）を排出する建築物の建築をし

ようとするときは、汚水と雨水を分け、汚水

を建築基準法施行令第３２条第１項に規定す

る合併処理浄化槽で処理した後、再び雨水と

升で合流させ、水質汚濁防止法（昭和４５年

法律第１３８号）第２条第１項に規定する公

共用水域（以下「公共用水域」という。）に

排出する措置を講じるものとする。 

 

２及び３ 略 

  

条例第２条の規定により農業集落排水処理施

設の供用の開始が告示された汚水を処理すべ

き区域以外の区域内において、下水道法第２

条第１号又は吉川市農業集落排水処理施設条

例第３条第１号に規定する汚水（以下「汚

水」という。）を排出する建築物の建築をし

ようとするときは、汚水と雨水を分け、汚水

を建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号）第３２条第１項に規定する合併処理浄

化槽で処理した後、再び雨水と升で合流さ

せ、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３

８号）第２条第１項に規定する公共用水域

（以下「公共用水域」という。）に排出する

措置を講じるものとする。 

２及び３ 略 

  

 

 （吉川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設等の設置に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第３条 吉川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設等の設置に関する基準を定める

条例（平成２５年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （野外劇場及び野外音楽堂） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する野外劇場

 

 （野外劇場及び野外音楽堂） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する野外劇場
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は、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

 (1) 略 

 (2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペ

ース及び第４号の便所との間の経路を構成

する通路は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

  ア～カ 略 

  キ 高齢者、障害者等が転落するおそれの

ある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブ

ロックその他の高齢者、障害者等の転落

を防止するための設備が設けられている

こと。 

 (3)及び(4) 略 

２及び３ 略 

  

は、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

 (1) 略 

 (2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペ

ース及び第４号の便所との間の経路を構成

する通路は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

  ア～カ 略 

  キ 高齢者、障害者等が転落するおそれの

ある場所には、さく、視覚障害者誘導用

ブロックその他の高齢者、障害者等の転

落を防止するための設備が設けられてい

ること。 

 (3)及び(4) 略 

２及び３ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）が施行されたことに伴

い、引用する項が移動したこと等から、所要の整備をしたいので、この案を提出するもの

である。 
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第９号議案 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４年吉川町条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡

し、又は議会の解散により任期が終了した日

現在）において議長、副議長、常任委員長、

議会運営委員長及び議員が受けるべき議員報

酬の月額及びその月額に１００分の２０を乗

じて得た額の合計額に、６月に支給する場合

においては１００分の２１２．５、１２月に

支給する場合においては１００分の２２７．

５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

３ 略 

  

 

 （期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡

し、又は議会の解散により任期が終了した日

現在)において議長、副議長、常任委員長、議

会運営委員長及び議員が受けるべき議員報酬

の月額及びその月額に１００分の２０を乗じ

て得た額の合計額に、６月に支給する場合に

おいては１００分の２０７．５、１２月に支

給する場合においては１００分の２２２．５

を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

３ 略 

  

 

   附 則 
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 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 議会の議員の期末手当について、人事院勧告の趣旨を踏まえ改定したいので、この案を

提出するものである。 
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第１０号議案 

   吉川市部設置条例の一部を改正する条例 

 吉川市部設置条例（平成８年吉川市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目（以下

「移動号等」という。）に対応する同表の改正後の欄中号及び号の細目の表示に下線が引

かれた号及び号の細目（以下「移動後号等」という。）が存在する場合には、当該移動号

等を当該移動後号等とし、移動号等に対応する移動後号等が存在しない場合には、当該移

動号等を削り、移動後号等に対応する移動号等が存在しない場合には、当該移動後号等を

加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、次に

掲げる部及び室（以下これらを「部」とい

う。）を置く。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 産業振興部 

 (7) 略 

２ 略 

 

 （分掌事務） 

第２条 前条第１項の部の分掌事務は、次に定

めるとおりとする。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 市民生活部 

  ア～カ 略 

 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、次に

掲げる部及び室（以下これらを「部」とい

う。）を置く。 

 (1)～(5) 略 

 

 (6) 略 

２ 略 

 

 （分掌事務） 

第２条 前条第１項の部の分掌事務は、次に定

めるとおりとする。 

 (1)～(4) 略  

 (5) 市民生活部 

  ア～カ 略 

  キ 農業の振興に関すること。 
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 (6) 産業振興部 

  ア 農業の振興に関すること。 

  イ 商業、工業及び観光に関すること。 

  ウ 消費及び労政に関すること。 

 (7) 略 

２ 略 

  

  ク 商業、工業及び観光に関すること。 

  ケ 消費及び労政に関すること。 

 

 

 

 

 (6) 略 

２ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （吉川市商工対策審議会条例の一部改正） 

２ 吉川市商工対策審議会条例（昭和５７年吉川町条例第１５号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、産業振興部商工課に

おいて所掌する。 

  

 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、市民生活部商工課に

おいて所掌する。 

  

 

 （吉川市議会委員会条例の一部改正） 

３ 吉川市議会委員会条例（平成８年吉川町条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 
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改正後 改正前 

 

 （常任委員の所属、常任委員会の名称、委員

定数及びその所管） 

第２条 略 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次の表のとおりとする。 

常任委員

会の名称 

略 所管 

略 

建設生活

常任委員

会 

略  市民生活部、産業振興

部、都市整備部及び農業委

員会に関する事項 

  

 

 （常任委員の所属、常任委員会の名称、委員

定数及びその所管） 

第２条 略 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次の表のとおりとする。 

常任委員

会の名称 

略 所管 

略 

建設生活

常任委員

会 

略  市民生活部、都市整備部

及び農業委員会に関する事

項 

  

 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 当市の産業振興を推進するための組織体制を整備したいので、この案を提出するもので

ある。 
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第１１号議案 

   吉川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第１条 吉川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２５年吉川市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項号」

という。）に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引

かれた条、項、号及び号の細目（以下「移動後条項等」という。）が存在する場合に

は、当該移動項号を当該移動後条項等とし、移動後条項等に対応する移動項号が存在

しない場合には、当該移動後条項等（以下「追加条項等」という。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示を除く。以下「改正部分」

という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項、号及び号の

細目の表示並びに追加条項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合

には、当該改正部分を当該課生後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在

しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

目次 

 第１章～第３章 略 

 第４章 地域密着型通所介護 

  第１節～第４節 略 

  第５節 共生型地域密着型サービスに関す

る基準（第７８条の２・第７８条

の３） 

  第６節 略 

 

目次 

 第１章～第３章 略 

 第４章 地域密着型通所介護 

  第１節～第４節 略 

 

 

 

  第５節 略 
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 第５章～第１０章 略 

 附則 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 共生型地域密着型サービス 法第７８条

の２の２第１項本文の申請に係る法第４２

条の２第１項本文の指定を受けた者による

指定地域密着型サービスをいう。 

 (5) 略 

２ 略 

 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の事業を行う者（以下「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者（以下「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とい

う。）の職種は次に掲げるものとし、員数は

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め

るとおりとする。 

 (1) 略 

 (2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に

 第５章～第１０章 略 

 附則 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1)～(3) 略 

 

 

 

 

 (4) 略 

２ 略 

 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の事業を行う者（以下「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者（以下「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とい

う。）の職種は次に掲げるものとし、員数は

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め

るとおりとする。 

 (1) 略 

 (2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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適切に定期巡回サービスを提供するために

必要な数以上 

 

 

 

 (3)及び(4) 略 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その

他指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準及び指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準に規定する厚生労働大臣が定める

者及び研修（平成２４年厚生労働省告示第１

１３号。以下「平成２４年厚生労働省告示」

という。）第１号に定める者（以下「看護

師、介護福祉士等」という。）をもって充て

なければならない。ただし、利用者の処遇に

支障がない場合であって、提供時間帯を通じ

て、看護師、介護福祉士等又は前項第４号ア

の看護職員との連携を確保しているときは、

サービス提供責任者（指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅

サービス等基準」という。）第５条第２項の

サービス提供責任者をいう。以下同じ。）の

業務に１年以上（特に業務に従事した経験が

必要な者として厚生労働大臣が定めるものに

あっては、３年以上）従事した経験を有する

者をもって充てることができる。 

の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。以

下この章において同じ。） 交通事情、訪

問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡

回サービスを提供するために必要な数以上 

 (3)及び(4) 略 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その

他指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準及び指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準に規定する厚生労働大臣が定める

者及び研修（平成２４年厚生労働省告示第１

１３号。以下「平成２４年厚生労働省告示」

という。）第１号に定める者（以下「看護

師、介護福祉士等」という。）をもって充て

なければならない。ただし、利用者の処遇に

支障がない場合であって、提供時間帯を通じ

て、看護師、介護福祉士等又は前項第４号ア

の看護職員との連携を確保しているときは、

サービス提供責任者（指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅

サービス等基準」という。）第５条第２項の

サービス提供責任者をいう。以下同じ。）の

業務に３年以上従事した経験を有する者をも

って充てることができる。 
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３及び４ 略 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施

設等がある場合において、当該施設等の入所

者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の

規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペ

レーターとして充てることができる。 

 

 (1)～(11) 略 

 (12) 介護医療院 

６ 略 

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の利用者に対する随時対応サービス

の提供に支障がない場合は、第４項本文及び

前項の規定にかかわらず、オペレーターは、

随時訪問サービスに従事することができる。 

 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問

サービスに従事している場合において、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の利用者に対する随時訪問サービスの提供

に支障がないときは、第１項の規定にかかわ

らず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等

を置かないことができる。 

 

９～１１ 略 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第６０条第１項に規定する指定訪

問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

３及び４ 略 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次の各号に掲げるいずれ

かの施設等がある場合において、当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項

本文の規定にかかわらず、午後６時から午前

８時までの間において、当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 

 (1)～(11) 略 

 

６ 略 

７ 午後６時から午前８時までの間は、当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の利用者に対する随時対応サービスの提供に

支障がない場合は、第４項本文及び前項の規

定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問

サービスに従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問

サービスに従事している場合において、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の利用者に対する随時訪問サービスの提供

に支障がないときは、第１項の規定にかかわ

らず、午後６時から午前８時までの間は、随

時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かな

いことができる。 

９～１１ 略 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第６０条第１項に規定する指定訪

問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を
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併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定

居宅サービス等基準第５９条に規定する指定

訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている

場合に、指定居宅サービス等基準第６０条第

１項第１号イに規定する人員に関する基準を

満たすとき（同条第５項の規定により同条第

１項第１号イ及び第２号に規定する基準を満

たしているものとみなされているとき及び第

２１８条第１４項の規定により同条第４項に

規定する基準を満たしているものとみなされ

ているときを除く。）は、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第１

項第４号アに規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

 

 （勤務体制の確保等） 

第３２条 略 

２ 略 

３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サ

ービスについては、市長が地域の実情を勘案

して適切と認める範囲内において、複数の指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な

連携を図ることにより、一体的に利用者又は

その家族等からの通報を受けることができ

る。 

 

併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定

居宅サービス等基準第５９条に規定する指定

訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている

場合に、指定居宅サービス等基準第６０条第

１項第１号イに規定する人員に関する基準を

満たすとき（同条第５項の規定により同条第

１項第１号イ及び第２号に規定する基準を満

たしているものとみなされているとき及び第

２１８条第１０項の規定により同条第４項に

規定する基準を満たしているものとみなされ

ているときを除く。）は、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第１

項第４号アに規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

 

 （勤務体制の確保等） 

第３２条 略 

２ 略 

３ 前項本文の規定にかかわらず、午後６時か

ら午前８時までの間に行われる随時対応サー

ビスについては、市長が地域の実情を勘案し

て適切と認める範囲内において、複数の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な

連携を図ることにより、一体的に利用者又は

その家族等からの通報を受けることができ

る。 
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４ 略 

 

 （地域との連携等） 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療

関係者、市職員又は当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を

管轄する法第１１５条の４６条第１項に規定

する地域包括支援センターの職員、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護について知見を

有する者等により構成される協議会（以下こ

の項において「介護・医療連携推進会議」と

いう。）を設置し、おおむね６月に１回以

上、介護・医療連携推進会議に対して指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況

等を報告し、介護・医療連携推進会議による

評価を受けるとともに、介護・医療連携推進

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

２及び３ 略 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の所在する建物と同一の建物に居

住する利用者に対して指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供する場合には、正当

な理由がある場合を除き、当該建物に居住す

る利用者以外の者に対しても、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わな

４ 略 

 

 （地域との連携等） 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療

関係者、市職員又は当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を

管轄する法第１１５条の４６条第１項に規定

する地域包括支援センターの職員、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護について知見を

有する者等により構成される協議会（以下こ

の項において「介護・医療連携推進会議」と

いう。）を設置し、おおむね３月に１回以

上、介護・医療連携推進会議に対して指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況

等を報告し、介護・医療連携推進会議による

評価を受けるとともに、介護・医療連携推進

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

２及び３ 略 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の所在する建物と同一の建物に居

住する利用者に対して指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供する場合には、当該

建物に居住する利用者以外の者に対しても、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供を行うよう努めなければならない。 
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ければならない。 

 

 （訪問介護員等の員数） 

第４７条 略 

２及び３ 略 

４ オペレーターは、看護師、介護福祉士等を

もって充てなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合であって、指定夜

間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じ

て、これらの者との連携を確保しているとき

は、１年以上（特に業務に従事した経験が必

要な者として厚生労働大臣が定めるものにあ

っては、３年以上）サービス提供責任者の業

務に従事した経験を有する者をもって充てる

ことができる。 

 

 （準用） 

第７８条 略 

 

    第５節 共生型地域密着型サービスに

関する基準 

 

 （共生型地域密着型通所介護の基準） 

第７８条の２ 地域密着型通所介護に係る共生

型地域密着型サービス（以下この条及び次条

において「共生型地域密着型通所介護」とい

う。）の事業を行う指定生活介護事業者（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基

 

 

 （訪問介護員等の員数） 

第４７条 略 

２及び３ 略 

４ オペレーターは、看護師、介護福祉士等を

もって充てなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合であって、指定夜

間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じ

て、これらの者との連携を確保しているとき

は、３年以上サービス提供責任者の業務に従

事した経験を有する者をもって充てることが

できる。 

 

 

 

 （準用） 

第７８条 略 
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準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以

下この条において「指定障害福祉サービス等

基準」という。）第７８条第１項に規定する

指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓

練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービ

ス等基準第１５６条第１項に規定する指定自

立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定

自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉

サービス等基準第１６６条第１項に規定する

指定自立訓練（生活訓練）事業者をい

う。）、指定児童発達支援事業者（児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労

働省令第１５号。以下この条において「指定

通所支援基準」という。）第５条第１項に規

定する指定児童発達支援事業者をいい、主と

して重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第７条第２項に規定する

重症心身障害児をいう。以下この条において

同じ。）を通わせる事業所において指定児童

発達支援（指定通所支援基準第４条に規定す

る指定児童発達支援をいう。第１号において

同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指

定放課後等デイサービス事業者（指定通所支

援基準第６６条第１項に規定する指定放課後

等デイサービス事業者をいい、主として重症

心身障害児を通わせる事業所において指定放

課後等デイサービス（指定通所支援基準第６

５条に規定する指定放課後等デイサービスを

いう。）を提供する事業者を除く。）が当該
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事業に関して満たすべき基準は、次のとおり

とする。 

 (1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サー

ビス等基準第７８条第１項に規定する指定

生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービ

ス等基準第１５６条第１項に規定する指定

自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、

指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障

害福祉サービス等基準第１６６条第１項に

規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所

をいう。）、指定児童発達支援事業所（指

定通所支援基準第５条第１項に規定する指

定児童発達支援事業所をいう。）又は指定

放課後等デイサービス事業所（指定通所支

援基準第６６条第１項に規定する指定放課

後等デイサービス事業所をいう。）（以下

この号において「指定生活介護事業所等」

という。）の従業者の員数が、当該指定生

活介護事業所等が提供する指定生活介護

（指定障害福祉サービス等基準第７７条に

規定する指定生活介護をいう。）、指定自

立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービ

ス等基準第１５５条に規定する指定自立訓

練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基

準第１６５条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又

は指定放課後等デイサービス（以下この号

において「指定生活介護等」という。）の
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利用者の数を指定生活介護等の利用者及び

共生型地域密着型通所介護の利用者の数の

合計数であるとした場合における当該指定

生活介護事業所等として必要とされる数以

上であること。 

 (2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対

して適切なサービスを提供するため、指定

地域密着型通所介護事業所その他の関係施

設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

 

 （準用） 

第７８条の３ 第９条から第１３条まで、第１

５条から第１８条まで、第２０条、第２２

条、第２８条、第３４条から第３８条まで、

第４１条、第５３条、第６０条、第６２条、

第６３条第４項及び第６４条から第７７条ま

での規定は、共生型地域密着型通所介護の事

業について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「運営規程（第７０条に規定

する運営規程をいう。第３４条において同

じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共

生型地域密着型通所介護従業者」とい

う。）」と、第３４条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護従業者」と、第６３条

第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密
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着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を

利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所

介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業

所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地

域密着型通所介護以外のサービスを提供する

場合」と、第６７条第４号、第６８条第５項

及び第７１条第３項中「指定地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と、第７７条第２項第２号

中「次条において準用する第２０条第２項」

とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３

号中「次条において準用する第２８条」とあ

るのは「第２８条」と、同項第４号中「次条

において準用する第３８条第２項」とあるの

は「第３８条第２項」と読み替えるものとす

る。 

 

    第６節 略 

 

 （この節の趣旨） 

第７９条 第１節から第５節までの規定にかか

わらず、指定療養通所介護（指定地域密着型

通所介護であって、難病等を有する重度要介

護者又はがん末期の者であって、サービス提

供に当たり常時看護師による観察が必要なも

のを対象者とし、第８９条第１項に規定する

療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第５節 略 

 

 （この節の趣旨） 

第７９条 第１節から第４節までの規定にかか

わらず、指定療養通所介護（指定地域密着型

通所介護であって、難病等を有する重度要介

護者又はがん末期の者であって、サービス提

供に当たり常時看護師による観察が必要なも

のを対象者とし、第８９条第１項に規定する

療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び
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機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の

事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に

関する基準については、この節に定めるとこ

ろによる。 

 

 （利用定員） 

第８３条 指定療養通所介護事業所は、その利

用定員（当該指定療養通所介護事業所におい

て同時に指定療養通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。以下こ

の節において同じ。）を１８人以下とする。 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第８５条 指定療養通所介護事業者は、指定療

養通所介護の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第９２

条に規定する重要事項に関する規程の概要、

療養通所介護従業者の勤務の体制、第９０条

第１項に規定する利用者ごとに定めた緊急時

等の対応策、主治の医師及び第９３条第１項

に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制

並びにその他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始につ

いて利用申込者の同意を得なければならな

い。 

２ 略 

 

 （準用） 

第９６条 第１０条から第１３条まで、第１６

機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の

事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に

関する基準については、この節に定めるとこ

ろによる。 

 

 （利用定員） 

第８３条 指定療養通所介護事業所は、その利

用定員（当該指定療養通所介護事業所におい

て同時に指定療養通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。以下こ

の節において同じ。）を９人以下とする。 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第８５条 指定療養通所介護事業者は、指定療

養通所介護の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第９２

条に規定する運営規程の概要、療養通所介護

従業者の勤務の体制、第９０条第１項に規定

する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、

主治の医師及び第９３条第１項に規定する緊

急時対応医療機関との連絡体制並びにその他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。 

 

２ 略 

 

 （準用） 

第９６条 第１０条から第１３条まで、第１６
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条から第１８条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４

１条、第６５条（第３項第２号を除く。）、

第６６条及び第７１条から第７６条までの規

定は、指定療養通所介護の事業について準用

する。この場合において、第３４条中「運営

規程」とあるのは「第９２条に規定する重要

事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養

通所介護従業者」と、第７１条第３項中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養

通所介護従業者」と、第７５条第１項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「療養通所介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるのは「１２月」

と、同条第３項中「当たっては」とあるのは

「当たっては、利用者の状態に応じて」と、

第７６条第４項中「第６３条第４項」とある

のは「第８４条第４項」と読み替えるものと

する。 

 

 （従業者の員数） 

第９８条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。）、同法第２０条の

４に規定する養護老人ホーム、病院、診療

所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福

祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。）に

条から第１８条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４

１条、第６５条（第３項第２号を除く。）、

第６６条及び第７１条から第７６条までの規

定は、指定療養通所介護の事業について準用

する。この場合において、第３４条中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「療養通所介護従業者」と、第７１条

第３項中「地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「療養通所介護従業者」と、第７５条

第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「療養通所介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「１２月」と、同条第３項中「当たって

は」とあるのは「当たっては、利用者の状態

に応じて」と、第７６条第４項中「第６３条

第４項」とあるのは「第８４条第４項」と読

み替えるものとする。 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第９８条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。）、同法第２０条の

４に規定する養護老人ホーム、病院、診療

所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特

定施設をいう。以下同じ。）に併設されてい
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併設されていない事業所において行われる指

定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。））の事業を行う者及び併設型指定認知

症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に

併設されている事業所において行われる指定

認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者の職種は次に掲

げるとおりとし、員数は次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

 (1)～(3) 略 

２及び３ 略 

４ 前３項の単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護であってその提供が同時に

１又は複数の利用者（当該単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者（吉川市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例（平成２５年吉川市条例第６号。以

下「指定地域密着型介護予防サービス基準条

例」という。）第５条第１項に規定する単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

ない事業所において行われる指定認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。））の事業を

行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等に併設されている事

業所において行われる指定認知症対応型通所

介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者

（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者の職種は次に掲げるとおりとし、

員数は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号

に定めるとおりとする。 

 (1)～(3) 略 

２及び３ 略 

４ 前３項の単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護であってその提供が同時に

１又は複数の利用者（当該単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者（吉川市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例（平成２５年条例第６号。以下「指定

地域密着型介護予防サービス基準条例」とい

う。）第５条第１項に規定する単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、
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て受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護（同項第１号に

規定する単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所における

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又

は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の利用者。以下この条において同

じ。）に対して一体的に行われるものをい

い、その利用定員（当該単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業所において同時に

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の

提供を受けることができる利用者の数の上限

をいう。第１００条第２項第１号アにおいて

同じ。）を１２人以下とする。 

５～７ 略 

 

 （利用定員等） 

第１０２条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定認知症対

応型通所介護事業所において同時に共用型指

定認知症対応型通所介護の提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいう。）は、指

定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に

おいては共同生活住居（法第８条第２０項又

は法第８条の２第１５項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。以下同じ。）ごと

かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護（同項第１号に規定する

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護又は単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護の利用者。以下この条において同じ。）に

対して一体的に行われるものをいい、その利

用定員（当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所において同時に単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。第

１００条第２項第１号アにおいて同じ。）を

１２人以下とする。 

５～７ 略 

 

 （利用定員等） 

第１０２条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定認知症対

応型通所介護事業所において同時に共用型指

定認知症対応型通所介護の提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいう。）は、指

定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に

おいては共同生活住居（法第８条第２０項又

は法第８条の２第１５項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。以下同じ。）ごと
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に、指定地域密着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設（第２０５条に規定

するユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設をいう。以下この項において同じ。）を

除く。）においては施設ごとに１日当たり３

人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設においてはユニットごとに当該

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型

通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１

２人以下となる数にとする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サー

ビス（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地

域密着型介護予防サービス（法第５４条の２

第１項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第２５項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護療養型医療施設の運営（第１１１条第７項

及び第２１８条第８項において「指定居宅サ

ービス事業等」という。）について３年以上

に、指定地域密着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設においては施設ごとに

１日当たり３人以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サー

ビス（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地

域密着型介護予防サービス（法第５４条の２

第１項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第２５項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護療養型医療施設の運営（第１１１条第７項

において「指定居宅サービス事業等」とい

う。）について３年以上の経験を有する者で
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の経験を有する者でなければならない。 

 

 （従業者の員数等） 

第１１１条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所」という。）ごとに置くべき指定小規模

多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以

下「小規模多機能型居宅介護従業者」とい

う。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外

の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提

供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、常勤換算方法で、通いサービス

（登録者（指定小規模多機能型居宅介護を利

用するために指定小規模多機能型居宅介護事

業所に登録を受けた者をいう。以下この章に

おいて同じ。）を指定小規模多機能型居宅介

護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅

介護をいう。以下この章において同じ。）の

提供に当たる者をその利用者（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４４条第１項

に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者をいう。以下この章において同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規

模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小

規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護

予防サービス基準条例第４３条に規定する指

なければならない。 

 

 （従業者の員数等） 

第１１１条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所」という。）ごとに置くべき指定小規模

多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以

下「小規模多機能型居宅介護従業者」とい

う。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外

の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提

供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、常勤換算方法で、通いサービス

（登録者（指定小規模多機能型居宅介護を利

用するために指定小規模多機能型居宅介護事

業所に登録を受けた者をいう。以下この章に

おいて同じ。）を指定小規模多機能型居宅介

護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅

介護をいう。以下この章において同じ。）の

提供に当たる者をその利用者（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４４条第１項

に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者をいう。以下この章において同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規

模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小

規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護

予防サービス基準条例第４３条に規定する指
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定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

以下この章において同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定小規

模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び

次節において同じ。）の数が３又はその端数

を増すごとに１以上及び訪問サービス（小規

模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を

訪問し、当該居宅において行う小規模多機能

型居宅介護（第７項に規定する本体事業所で

ある指定小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては当該本体事業所に係る同項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の居宅において行う指定小規模

多機能型居宅介護を、同項に規定するサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては当該サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体

事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項

に規定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所及び第２１８条第８項に規定

するサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の居宅において行う指

定小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯

を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜

定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

以下この章において同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定小規

模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び

次節において同じ。）の数が３又はその端数

を増すごとに１以上及び訪問サービス（小規

模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を

訪問し、当該居宅において行う小規模多機能

型居宅介護、（第７項に規定する本体事業所

である指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては当該本体事業所に係る同項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定小規

模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては当該サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本

体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項

に規定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の居宅において行う

指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯

を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜

の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除

く。）をいう。第５項において同じ。）に当
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の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除

く。）をいう。第５項において同じ。）に当

たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当

該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄

に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者

は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事

することができる。 

略 指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定地域密着型特定施

設、指定地域密着型介護老人福

祉施設、指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）第７条第２項第４号

に規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る。）又は

介護医療院 

略 

略 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小

規模多機能型居宅介護事業所であって、指定

居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有

する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は

たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当

該宿直勤務に必要な数以上とする。 

 

 

２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄

に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者

は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事

することができる。 

略 指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定地域密着型特定施

設、指定地域密着型介護老人福

祉施設又は指定介護療養型医療

施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。） 

 

略 

略 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小

規模多機能型居宅介護事業所であって、指定

居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有

する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業者によ

り設置される当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所であって当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅

介護の提供に係る支援を行うもの（以下この

章において「本体事業所」という。）との密

接な連携の下に運営されるものをいう。以下

同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当

たる小規模多機能型居宅介護従業者について

は、本体事業所の職員により当該サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、１人以上とすることができる。 

８～１３ 略 

 

 （管理者） 

第１１２条 略 

２ 略 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第２２

０条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ。）等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は介護保険法施

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者によ

り設置される当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所であって当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅

介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に

運営されるものをいう。以下同じ。）に置く

べき訪問サービスの提供に当たる小規模多機

能型居宅介護従業者については、本体事業所

の職員により当該サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切

に行われると認められるときは、１人以上と

することができる。 

８～１３ 略 

 

 （管理者） 

第１１２条 略 

２ 略 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

複合型サービス事業所（第２２０条に規定す

る指定複合型サービス事業所をいう。次条に

おいて同じ。）等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は介護保険法施行令（平成１
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行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第

１項に定める者をいう。次条、第１３９条第

２項、第１４０条及び第２２０条において同

じ。）として３年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者であって、平成２

４年厚生労働省告示第２号に定める研修を修

了しているものでなければならない。 

 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者） 

第１１３条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介

護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問

介護員等として認知症である者の介護に従事

した経験を有する者又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスの経営に携わった経験を

有する者であって、平成２４年厚生労働省告

示第４号に定める研修を修了しているもので

なければならない。 

 

 （協力医療機関等） 

第１３２条 略 

２ 略 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サ

ービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、介護医療院、病院等との間の

０年政令第４１２号）第３条第１項に定める

者をいう。次条、第１３９条第２項、第１４

０条及び第２２０条において同じ。）として

３年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、平成２４年厚生労働

省告示第２号に定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者） 

第１１３条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指

定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サ

ービス事業所等の従業者、訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を有

する者又は保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験を有する者であ

って、平成２４年厚生労働省告示第４号に定

める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

 

 （協力医療機関等） 

第１３２条 略 

２ 略 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サ

ービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、病院等との間の連携及び支援



- 74 - 

連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

 

 （管理者） 

第１３９条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

として、３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって、平成２４年

厚生労働省告示第２号に定める研修を修了し

ているものでなければならない。 

 

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の代

表者） 

第１４０条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護

事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て、認知症である者の介護に従事した経験を

有する者又は保健医療サービス若しくは福祉

サービスの提供を行う事業の経営に携わった

経験を有する者であって、平成２４年厚生労

働省告示第４号に定める研修を修了している

ものでなければならない。 

 

の体制を整えなければならない。 

 

 

 （管理者） 

第１３９条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所等の従業者又は訪問介護員等として、３年

以上認知症である者の介護に従事した経験を

有する者であって、平成２４年厚生労働省告

示第２号に定める研修を修了しているもので

なければならない。 

 

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の代

表者） 

第１４０条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従

業者若しくは訪問介護員等として、認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者又は

保健医療サービス若しくは福祉サービスの提

供を行う事業の経営に携わった経験を有する

者であって、平成２４年厚生労働省告示第４

号に定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 
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 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

第１４５条 略 

２～６ 略 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

８ 略 

 

 （協力医療機関等） 

第１５３条 略 

２ 略 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

 

 （従業者の員数） 

第１５８条 略 

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

第１４５条 略 

２～６ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 略 

 

 （協力医療機関等） 

第１５３条 略 

２ 略 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、病院等との間の連携及び支

援の体制を整えなければならない。 

 

 

 （従業者の員数） 

第１５８条 略 
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２及び３ 略 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、

主として指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の提供に当たるものとし、看護職員及び

介護職員のうちそれぞれ１人以上は、常勤の

者でなければならない。ただし、サテライト

型特定施設（当該施設を設置しようとする者

により設置される当該施設以外の介護老人保

健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所

であって当該施設に対する支援機能を有する

もの（以下この章において「本体施設」とい

う。）との密接な連携を確保しつつ、本体施

設とは別の場所で運営される指定地域密着型

特定施設をいう。以下同じ。）にあっては、

常勤換算方法で１以上とする。 

５及び６ 略 

７ 第１項及び前項の規定にかかわらず、サテ

ライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指

導員又は計画作成担当者については、次に掲

げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める職員により当

該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

 (1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は

介護支援専門員 

 (2) 略 

 (3) 介護医療院 介護支援専門員 

８～１０ 略 

２及び３ 略 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、

主として指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の提供に当たるものとし、看護職員のう

ち１人以上、及び介護職員のうち１人以上

は、常勤の者でなければならない。ただし、

サテライト型特定施設（当該施設を設置しよ

うとする者により設置される当該施設以外の

介護老人保健施設又は病院若しくは診療所で

あって当該施設に対する支援機能を有するも

の（以下この章において「本体施設」とい

う。）との密接な連携を確保しつつ、本体施

設とは別の場所で運営される指定地域密着型

特定施設をいう。以下同じ。）にあっては、

常勤換算方法で１以上とする。 

５及び６ 略 

７ 第１項及び前項の規定にかかわらず、サテ

ライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指

導員又は計画作成担当者については、次に掲

げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める職員により当

該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

 (1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療

法士若しくは作業療法士又は介護支援専門

員 

 (2) 略 

 

８～１０ 略 
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 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

取扱方針） 

第１６５条 略 

２～５ 略 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

７ 略 

 

 （従業者の員数） 

第１７８条 略 

２ 略 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の職務に従事する者でなければならない。

ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設（第２０５条に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。）を除く。以下この条にお

 

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

取扱方針） 

第１６５条 略 

２～５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 略 

 

 （従業者の員数） 

第１７８条 略 

２ 略 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の職務に従事する者でなければならない。

ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設（第２０５条に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。）を除く。以下この条にお
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いて同じ。）にユニット型指定介護老人福祉

施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３９号。以下「指定介護老人福祉施設基準」

という。）第３８条に規定するユニット型指

定介護老人福祉施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）を併設する場合の指定地域密着

型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護

老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定

介護老人福祉施設基準第４７条第２項の規定

に基づき配置される看護職員に限る。）又は

指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設す

る場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及

びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設の介護職員及び看護職員（第２１４条第２

項の規定に基づき配置される看護職員に限

る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場

合は、この限りでない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

居住施設（当該施設を設置しようとする者に

より設置される当該施設以外の指定介護老人

福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設

（サテライト型居住施設である指定地域密着

型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及

び第１７項、次条第１項第６号並びに第２０

７条第１項第３号において同じ。）、介護老

人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診

療所であって当該施設に対する支援機能を有

するもの（以下この章において「本体施設」

いて同じ。）及びユニット型指定介護老人福

祉施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３９号）第３８条に規定するユニット型指

定介護老人福祉施設をいう。）を併設する場

合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及び

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

を併設する場合の介護職員及び看護職員（第

２１４条第２項の規定に基づき配置される看

護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支

障がない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

居住施設（当該施設を設置しようとする者に

より設置される当該施設以外の指定介護老人

福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設

（サテライト型居住施設である指定地域密着

型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及

び第１７項、次条第１項第６号並びに第２０

７条第１項第３号において同じ。）、介護老

人保健施設又は病院若しくは診療所であって

当該施設に対する支援機能を有するもの（以

下この章において「本体施設」という。）と
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という。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される指定地域密

着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）

の医師については、本体施設の医師により当

該サテライト型居住施設の入所者の健康管理

が適切に行われると認められるときは、これ

を置かないことができる。 

５～７ 略 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指

導員又は介護支援専門員については、次に掲

げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める職員により当

該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

 (1) 略 

 (2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養

士、理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は介護支援専門員 

 (3) 略 

 (4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

９～１７ 略 

 

 （サービス提供困難時の対応） 

第１８０条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入所申込者が入院治療を必要とする場合

その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提

供することが困難である場合は、適切な病院

若しくは診療所又は介護老人保健施設若しく

の密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別

の場所で運営される指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下同じ。）の医師につい

ては、本体施設の医師により当該サテライト

型居住施設の入所者の健康管理が適切に行わ

れると認められるときは、これを置かないこ

とができる。 

５～７ 略 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指

導員又は介護支援専門員については、次に掲

げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める職員により当

該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

 (1) 略 

 (2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養

士、理学療法士若しくは作業療法士又は介

護支援専門員 

 (3) 略 

 

９～１７ 略 

 

 （サービス提供困難時の対応） 

第１８０条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入所申込者が入院治療を必要とする場合

その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提

供することが困難である場合は、適切な病院

若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介
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は介護医療院を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 

 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

第１８４条 略 

２～５ 略 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

７ 略 

 

 （入所者の入院期間中の取扱い） 

第１９２条 略 

 

 （緊急時の対応） 

第１９２条の２ 指定地域密着型介護老人福祉

施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供を行っているときに

入所者の病状の急変が生じた場合その他必要

な場合のため、あらかじめ、第１７８条第１

する等の適切な措置を速やかに講じなければ

ならない。 

 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

第１８４条 略 

２～５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 略 

 

 （入所者の入院期間中の取扱い） 

第１９２条 略 
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項第１号に掲げる医師との連携方法その他の

緊急時等における対応方法を定めておかなけ

ればならない。 

 

 （運営規程） 

第１９５条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 緊急時等における対応方法 

 (7) 略 

 (8) 略 

 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

第２０９条 略 

２～７ 略 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 

 

 

 

 （運営規程） 

第１９５条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

 (1)～(5) 略 

 

 (6) 略 

 (7) 略 

 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

第２０９条 略 

２～７ 略 
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９ 略 

 

 （運営規程） 

第２１３条 ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

 (1)～(6) 略 

 (7) 緊急時等における対応方法 

 (8) 略 

 (9) 略 

 

 （従業者の員数等） 

第２１８条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業を行う者（以下「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべ

き指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる従業者（以下「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及

び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規

模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定看

護小規模多機能型居宅介護を利用するために

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登

録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて

行う指定看護小規模多機能型居宅介護をい

８ 略 

 

 （運営規程） 

第２１３条 ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

 (1)～(6) 略 

 

 (7) 略 

 (8) 略 

 

 （従業者の員数等） 

第２１８条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業を行う者（以下「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべ

き指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる従業者（以下「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及

び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規

模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定看

護小規模多機能型居宅介護を利用するために

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登

録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて

行う指定看護小規模多機能型居宅介護をい
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う。以下同じ。）の提供に当たる者をその利

用者の数が３又はその端数を増すごとに１以

上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居

宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該

居宅において行う指定看護小規模多機能型居

宅介護（第１１１条第７項に規定する本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては当該本体事業所に係るサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

及び指定地域密着型介護予防サービス基準条

例第４４条第７項に規定するサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

（第６項において「サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所」とい

う。）の登録者、第８項に規定する本体事業

所である指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては、当該本体事業所に係る同項

に規定するサテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、当該サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

係る同項に規定する本体事業所、当該本体事

業所に係る他の同項に規定するサテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び

当該本体事業所に係る第１１１条第７項に規

定するサテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の居宅において行う指定

看護小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下この章において同じ。）の提供に当

う。以下同じ。）の提供に当たる者をその利

用者の数が３又はその端数を増すごとに１以

上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居

宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該

居宅において行う指定看護小規模多機能型居

宅介護（本体事業所である指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事

業所に係るサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

居宅において行う指定看護小規模多機能型居

宅介護を含む。）をいう。以下この章におい

て同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、

夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規

模多機能型居宅介護従業者については、夜間

及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行

われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第

６項において同じ。）に当たる者を１以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要

な数以上とする。 
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たる者を２以上とし、夜間及び深夜の時間帯

を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従

業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間

及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務

を除く。）をいう。第６項において同じ。）

に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者

を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２～５ 略 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定

看護小規模多機能型居宅介護（第１１１条第

７項に規定する本体事業所である指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当

該本体事業所に係るサテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支

障がない場合に、当該登録者を当該本体事業

所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型

居宅介護及び第８項に規定する本体事業所で

ある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案

し、その処遇に支障がない場合に、当該登録

者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看

護小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下同じ。）の利用者がいない場合であ

って、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５ 略 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定

看護小規模多機能型居宅介護（本体事業所で

ある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、当該本体事業所に係るサテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案

し、その処遇に支障がない場合に、当該登録

者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看

護小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下同じ。）の利用者がいない場合であ

って、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者

に対して訪問サービスを提供するために必要

な連絡体制を整備しているときは、第１項の

規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を

通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に

当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 
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に対して訪問サービスを提供するために必要

な連絡体制を整備しているときは、第１項の

規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を

通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に

当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において、前各項に定める人員

に関する基準を満たす看護小規模多機能型居

宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、当該看護小規模多機能型

居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等

の職務に従事することができる。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 介護医療院 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（利

用者又はその家族等から電話等により看護に

関する意見を求められた場合に常時対応し、

利用者に対し適切な看護サービスを提供でき

る体制にある指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所であって、指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業につ

いて３年以上の経験を有する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以

外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

であって、当該指定看護小規模多機能型居宅

 

 

 

 

 

 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において、前各項に定める人員

に関する基準を満たす看護小規模多機能型居

宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、当該看護小規模多機能型

居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等

の職務に従事することができる。 

 (1)～(4) 略 
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介護事業所に対して指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下

この章において「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営され、利用者に対し

適切な看護サービスを提供できる体制にある

ものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サ

ービスの提供に当たる看護小規模多機能型居

宅介護従業者については、本体事業所の職員

により当該サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に

行われると認められるときは、２人以上とす

ることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体

事業所において宿直勤務を行う看護小規模多

機能型居宅介護従業者により当該サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の処遇が適切に行われると認められる

ときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直

勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業

者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては、看護職員の員数は常勤換算方法で

１以上とする。 

１１ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護

小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従

事する介護支援専門員を置かなければならな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護

小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従

事する介護支援専門員を置かなければならな
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い。ただし、当該介護支援専門員は、利用者

の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従

事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所に併設する第７項各号に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

１２ 略 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、本体事業所の介護支援専門員に

より当該サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サー

ビス計画の作成が適切に行われるときは、介

護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型

居宅介護計画の作成に専ら従事する平成２４

年厚生労働省告示第３号に定める研修を修了

している者（第２２６条において「研修修了

者」という。）を置くことができる。 

１３ 略 

 

 （管理者） 

第２１９条 略 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障が

ない場合は、サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業

所の管理者をもって充てることができる。 

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介

い。ただし、当該介護支援専門員は、利用者

の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従

事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所に併設する前項各号に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

９ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 略 

 

 （管理者） 

第２１９条 略 

 

 

 

 

 

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指
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護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として３年以上認知症

である者の介護に従事した経験を有する者で

あって、平成２４年厚生労働省告示第２号に

定める研修を修了しているもの、又は保健師

若しくは看護師でなければならない。 

 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

第２２０条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所（指定複合

型サービスの事業を行う事業所をいう。）等

の従業者、訪問介護員等として認知症である

者の介護に従事した経験を有する者若しくは

保健医療サービス若しくは福祉サービスの経

営に携わった経験を有する者であって、平成

２４年厚生労働省告示第４号に定める研修を

修了しているもの、又は保健師若しくは看護

師でなければならない。 

 

 （登録定員及び利用定員） 

第２２１条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所は、その登録定員（登録者の数の上限

をいう。以下この章において同じ。）を２９

人（サテライト型指定看護小規模多機能型居

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問

介護員等として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、平成

２４年厚生労働省告示第２号に定める研修を

修了しているもの、又は保健師若しくは看護

師でなければならない。 

 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

第２２０条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所（指定複合型サービスの

事業を行う事業所をいう。）等の従業者、訪

問介護員等として認知症である者の介護に従

事した経験を有する者若しくは保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスの経営に携わった

経験を有する者であって、平成２４年厚生労

働省告示第４号に定める研修を修了している

もの、又は保健師若しくは看護師でなければ

ならない。 

 

 （登録定員及び利用定員） 

第２２１条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所は、その登録定員（登録者の数の上限

をいう。以下この章において同じ。）を２９

人以下とする。 
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宅介護事業所にあっては、１８人）以下とす

る。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

（当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所におけるサービスごとの１日当たりの利用

者の数の上限をいう。以下この章において同

じ。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める範囲内において定めるものと

する。 

 (1) 通いサービス 登録定員の２分の１から

１５人（登録定員が２５人を超える指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は次の表に定める数、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は１２人）まで 

略 

 (2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員

の３分の１から９人（サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、６人）まで 

 

 （設備、備品等） 

第２２２条 略 

２ 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる設

備に区分に応じ当該各号に定めるとおりとす

る。 

 (1) 略 

 (2) 宿泊室 次に定めるところによること。 

 

 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

（当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所におけるサービスごとの１日当たりの利用

者の数の上限をいう。以下この章において同

じ。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める範囲内において定めるものと

する。 

 (1) 通いサービス 登録定員の２分の１から

１５人（登録定員が２５人を超える指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、次の表に定める数）まで 

 

 

略 

 (2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員

の３分の１から９人まで 

 

 

 

 （設備、備品等） 

第２２２条 略 

２ 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる設

備に区分に応じ当該各号に定めるとおりとす

る。 

 (1) 略 

 (2) 宿泊室 次に定めるところによること。 
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  ア～エ 略 

  オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所が診療所である場合であって、当該指

定看護小規模多機能型居宅介護の利用者

へのサービスの提供に支障がない場合に

は、当該診療所が有する病床について

は、宿泊室を兼用することができるこ

と。 

３及び４ 略 

 

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

第２２６条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の管理者は、介護支援専門員（第２１

８条第１３項の規定により介護支援専門員を

配置していないサテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修

了者。以下この条において同じ。）に看護小

規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業

務を、看護師等（准看護師を除く。第９項に

おいて同じ。）に看護小規模多機能型居宅介

護報告書の作成に関する業務を担当させるも

のとする。 

２～１０ 略 

 

 （準用） 

第２２９条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３

８条まで、第４０条、第４１条、第６９条、

第７１条、第７４条、第７５条、第１１６条

  ア～エ 略 

 

 

 

 

 

 

 

３及び４ 略 

 

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

第２２６条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の管理者は、介護支援専門員に看護小

規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業

務を、看護師等（准看護師を除く。第９項に

おいて同じ。）に看護小規模多機能型居宅介

護報告書の作成に関する業務を担当させるも

のとする。 

 

 

 

 

２～１０ 略 

 

 （準用） 

第２２９条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３

８条まで、第４０条、第４１条、第６９条、

第７１条、第７４条、第７５条、第１１６条



- 91 - 

から第１１９条まで、第１２２条から第１２

４条まで、第１２６条、第１２７条及び第１

２９条から第１３４条までの規定は、指定看

護小規模多機能型居宅介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とあるのは

「第２２９条において準用する第１２９条に

規定する重要事項に関する規程」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第６９条第

２項中「この節」とあるのは「第１０章第４

節」と、第７１条中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第７５条第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるのは

「２月」と、「活動状況」とあるのは「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」と、第１１６条中「第１１１条第１

２項」とあるのは「第２１８条第１３項」

と、第１１８条及び第１２６条中「小規模多

機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第１３４

条中「第１１１条第６項の表の中欄」とある

のは「第２１８条第７項各号」と読み替える

ものとする。 

から第１１９条まで、第１２２条から第１２

４条まで、第１２６条、第１２７条及び第１

２９条から第１３４条までの規定は、指定看

護小規模多機能型居宅介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とあるのは

「第２２９条において準用する第１２９条に

規定する重要事項に関する規程」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第６９条第

２項中「この節」とあるのは「第１０章第４

節」と、第７１条中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第７５条第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるのは

「２月」と、「活動状況」とあるのは「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」と、第１１８条及び第１２６条中

「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第１３４条中「第１１１条第６項の表の

中欄」とあるのは「第２１８条第７項各号」

と読み替えるものとする。 
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   附 則 

 

 （病院又は診療所の病床の転換に係る経過措

置） 

第４条 一般病床、精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものと

された介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第４条第２項に規定する病床に係

るものに限る。以下この条及び附則第６条に

おいて同じ。）又は療養病床を有する病院の

一般病床、精神病床又は療養病床を平成３６

年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院の施設を介護老

人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第

２０条の６に規定する軽費老人ホームをい

う。以下同じ。）その他の要介護者、要支援

者その他の者を入所又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）し、指定地域

密着型介護老人福祉施設を開設しようとする

場合における当該転換に係る食堂及び機能訓

練室については、第１５２条第１項第７号ア

の規定にかかわらず、食堂は１平方メートル

に入所定員を乗じて得た面積以上、機能訓練

室は４０平方メートル以上の面積を有しなけ

ればならない。ただし、食事の提供又は機能

訓練を行う場合において、当該食事の提供又

は機能訓練に支障がない広さを確保すること

 

   附 則 

 

 （病院又は診療所の病床の転換に係る経過措

置） 

第４条 一般病床、精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものと

された介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第４条第２項に規定する病床に係

るものに限る。以下この条及び附則第６条に

おいて同じ。）又は療養病床を有する病院の

一般病床、精神病床又は療養病床を平成３０

年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院の施設を介護老

人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第

２０条の６に規定する軽費老人ホームをい

う。以下同じ。）その他の要介護者、要支援

者その他の者を入所又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）し、指定地域

密着型介護老人福祉施設を開設しようとする

場合における当該転換に係る食堂及び機能訓

練室については、第１５２条第１項第７号ア

の規定にかかわらず、食堂は１平方メートル

に入所定員を乗じて得た面積以上、機能訓練

室は４０平方メートル以上の面積を有しなけ

ればならない。ただし、食事の提供又は機能

訓練を行う場合において、当該食事の提供又

は機能訓練に支障がない広さを確保すること
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ができるときは、同一の場所とすることがで

きる。 

 

第５条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３６年３月３

１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該診療所の施設を介護老人保健施設、

軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施設

の用に供することをいう。）し、指定地域密

着型介護老人福祉施設を開設しようとする場

合における当該転換に係る食堂及び機能訓練

室については、第１５２条第１項第７号アの

規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準の

いずれかに適合するものとする。 

 (1)及び(2) 略 

 

第６条 一般病床、精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに、当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人

ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）し、指定地域密着型介護

ができるときは、同一の場所とすることがで

きる。 

 

第５条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３０年３月３

１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該診療所の施設を介護老人保健施設、

軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施設

の用に供することをいう。）し、指定地域密

着型介護老人福祉施設を開設しようとする場

合における当該転換に係る食堂及び機能訓練

室については、第１５２条第１項第７号アの

規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準の

いずれかに適合するものとする。 

 (1)及び(2) 略 

 

第６条 一般病床、精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３０年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに、当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人

ホームその他の要介護者、要支援者その他の

者を入所又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）し、指定地域密着型介護
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老人福祉施設を開設しようとする場合におけ

る当該転換に係る廊下の幅については、第１

５２条第１項第８号及び第１８０条第１項第

４号の規定にかかわらず、１．２メートル

（中廊下にあっては、１．６メートル）以上

とする。 

 

第７条 第１５８条の規定にかかわらず、療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療所

の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの

間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホ

ームその他の要介護者、要支援者その他の者

を入所又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。次条において同じ。）を行っ

て指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特

定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は

病院若しくは診療所に併設される指定地域密

着型特定施設をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の生活相談員、機能訓練指導

員及び計画作成担当者の員数の基準は、次の

とおりとする。 

 (1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保

健施設、介護医療院又は病院若しくは診療

所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士により当該医療機関併設型指定地域密着

型特定施設の利用者の処遇が適切に行われ

老人福祉施設を開設しようとする場合におけ

る当該転換に係る廊下の幅については、第１

５２条第１項第８号及び第１８０条第１項第

４号の規定にかかわらず、１．２メートル

（中廊下にあっては、１．６メートル）以上

とする。 
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ると認められるときは、置かないことがで

きること。 

 (2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医

療機関併設型指定地域密着型特定施設の実

情に応じた適当数 

 

第８条 第１６０条の規定にかかわらず、療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療所

の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの

間に転換を行って指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併

設型指定地域密着型特定施設においては、併

設される介護老人保健施設、介護医療院又は

病院若しくは診療所の施設を利用することに

より、当該医療機関併設型指定地域密着型特

定施設の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは、当該医療機関併設型指定地

域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設

けないことができる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 （吉川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例） 

第２条 吉川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（平成２５年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「追加項号」

という。）を加える。 
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  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追加項号を除く。以

下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に

改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加え

る。 

 

改正後 改正前 

 

 （従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所

介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人

ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の５に規定する特別養護老人

ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条

の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療

所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福

祉施設又は特定施設に併設されていない事業

所をいう。以下この条において同じ。）にお

いて行われる指定介護予防認知症対応型通所

介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者及

び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等に併設されている事

業所において行われる指定介護予防認知症対

応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を

行う者（以下「単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者の職種

 

 （従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所

介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人

ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の５に規定する特別養護老人

ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条

の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療

所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特

定施設に併設されていない事業所をいう。以

下この条において同じ。）において行われる

指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。

以下同じ。）の事業を行う者及び併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老

人ホーム等に併設されている事業所において

行われる指定介護予防認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下

「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者の職種は次に掲げるも
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は次に掲げるものとし、員数は次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとす

る。 

 (1)～(3) 略 

２及び３ 略 

４ 前３項の単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護であって

その提供が同時に１又は複数の利用者（当該

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業者（吉川市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成２５年吉川市条

例第５号。以下「指定地域密着型サービス基

準条例」という。）第９８条第１項に規定す

る単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護（同項第１号に規

定する単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合

にあっては、当該事業所における単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の

利用者。以下この条において同じ。）に対し

て一体的に行われるものをいい、その利用定

員（当該単独型・併設型指定介護予防認知症

のとし、員数は次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定めるとおりとする。 

 

 (1)～(3) 略 

２及び３ 略 

４ 前３項の単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護であって

その提供が同時に１又は複数の利用者（当該

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業者（吉川市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２５年吉川市条例

第５号。以下「指定地域密着型サービス基準

条例」という。）第９８条第１項に規定する

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護（同項第１号に規定

する単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合に

あっては、当該事業所における単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利

用者。以下この条において同じ。）に対して

一体的に行われるものをいい、その利用定員

（当該単独型・併設型指定介護予防認知症対
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対応型通所介護事業所において同時に単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。第７条第２項第１号アにおいて

同じ。）を１２人以下とする。 

５～７ 略 

 

 （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所において同

時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型

共同生活介護予防事業所においては共同生活

住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第

１５項に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。）ごとに、指定地域密着型特定施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定

地域密着型サービス基準条例第２０５条に規

定するユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設をいう。以下この項において同じ。）

を除く。）においては施設ごとに１日当たり

３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設においてはユニットごとに当

該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１

応型通所介護事業所において同時に単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供を受けることができる利用者の数の上限

をいう。第７条第２項第１号アにおいて同

じ。）を１２人以下とする。 

５～７ 略 

 

 （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所において同

時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型

共同生活介護予防事業所においては共同生活

住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第

１５項に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。）ごとに、指定地域密着型特定施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設において

は施設ごとに１日当たり３人以下とする。 
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日当たり１２人以下となる数とする。 

２ 略 

 

 （従業者の員数等） 

第４４条 略 

２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関す

る基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる

施設等の職務に従事することができる。 

略 指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定地域密着型特定施

設、指定地域密着型介護老人福

祉施設、指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）第７条第２項第４号

に規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る。）又は

介護医療院 

略 

略 

７～１３ 略 

 

 （管理者） 

第４５条 略 

２ 略 

 

２ 略 

 

 （従業者の員数等） 

第４４条 略 

２～５ 略 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関す

る基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる

施設等の職務に従事することができる。 

略 指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定地域密着型特定施

設、指定地域密着型介護老人福

祉施設又は指定介護療養型医療

施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。） 

 

略 

略 

７～１３ 略 

 

 （管理者） 

第４５条 略 

２ 略 
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３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１１２

条第３項に規定する指定複合型サービス事業

所をいう。次条において同じ。）、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８

条第２項で規定する政令で定める者をいう。

次条、第７１条第２項及び第７２条において

同じ。）として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、平成

２４年厚生労働省告示第６号に定める研修を

修了しているものでなければならない。 

 

 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定複合型サービス事業所、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等

の従業者若しくは訪問介護員等として認知症

である者の介護に従事した経験を有する者又

は保健医療サービス若しくは福祉サービスの

経営に携わった経験を有する者であって、平

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所（指定地域密

着型サービス基準第１７３条に規定する指定

複合型サービス事業所をいう。次条において

同じ。）、指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介

護福祉士又は法第８条第２項で規定する政令

で定める者をいう。次条、第７１条第２項及

び第７２条において同じ。）として３年以上

認知症である者の介護に従事した経験を有す

る者であって、平成２４年厚生労働省告示第

６号に定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 

 

 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として認知症である者の介

護に従事した経験を有する者又は保健医療サ

ービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ

た経験を有する者であって、平成２４年厚生
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成２４年厚生労働省告示第６号に定める研修

を修了しているものでなければならない。 

 

 （協力医療機関等） 

第６０条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等

との間の連携及び支援の体制を整えなければ

ならない。 

 

 （管理者） 

第７１条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供するた

めに必要な知識及び経験を有し、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として、３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、平成

２４年厚生労働省告示第６号に定める研修を

修了しているものでなければならない。 

 

 （指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

労働省告示第６号に定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

 

 （協力医療機関等） 

第６０条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時の対応等のため、介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、病院等との間の連携

及び支援の体制を整えなければならない。 

 

 

 （管理者） 

第７１条 略 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供するた

めに必要な知識及び経験を有し、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問介護員等とし

て、３年以上認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者であって、平成２４年厚生

労働省告示第６号に定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

 

 （指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー
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ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として、認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者又は保健医療サービス若し

くは福祉サービスの提供を行う事業の経営に

携わった経験を有する者であって、平成２４

年厚生労働省告示第８号に定める研修を修了

しているものでなければならない。 

 

 （身体的拘束等の禁止） 

第７７条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 

 （協力医療機関等） 

第８２条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所等の従業者若しくは訪問介護員等として、

認知症である者の介護に従事した経験を有す

る者又は保健医療サービス若しくは福祉サー

ビスの提供を行う事業の経営に携わった経験

を有する者であって、平成２４年厚生労働省

告示第８号に定める研修を修了しているもの

でなければならない。 

 

 （身体的拘束等の禁止） 

第７７条 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （協力医療機関等） 

第８２条 略 

２ 略 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事
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業者は、サービスの提供体制の確保、夜間に

おける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体制を整えなけれ

ばならない。 

  

業者は、サービスの提供体制の確保、夜間に

おける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、病院等との間の連

携及び支援の体制を整えなければならない。 

 

  

 

 （吉川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第３条 吉川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２７年吉

川市条例第４号）を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対

応する同表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後

項号」という。）が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項号とし、移動後項

号に対応する移動項が存在しない場合には、当該移動後項号（以下「追加項号」とい

う。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追

加項号を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を

当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該

改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （指定介護予防支援事業者の指定の基準及び

基本方針） 

第２条 略 

２～５ 略 

 

 （指定介護予防支援事業者の指定の基準及び

基本方針） 

第２条 略 

２～５ 略 
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６ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に

当たっては、市、地域包括支援センター（法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターをいう。以下同じ。）、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の７の２に規定する老人介護支援センター、

指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業

者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１

項第１号に規定する指定特定相談支援事業

者、住民による自発的な活動によるサービス

を含めた地域における様々な取組を行う者等

との連携に努めなければならない。 

７及び８ 略 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護

予防サービス計画が第２条第３項から第６項

までに規定する基本方針及び利用者の希望に

基づき作成されるものであり、利用者は複数

の指定介護予防サービス事業者（法第５３条

第１項に規定する指定介護予防サービス事業

者をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求

めることができること等につき説明を行い、

理解を得なければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に

当たっては、市、地域包括支援センター（法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターをいう。以下同じ。）、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の７の２に規定する老人介護支援センター、

指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業

者、介護保険施設、住民による自発的な活動

によるサービスを含めた地域における様々な

取組を行う者等との連携に努めなければなら

ない。 

 

 

 

７及び８ 略 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 略 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護

予防サービス計画が第２条第３項から第６項

までに規定する基本方針及び利用者の希望に

基づき作成されるものであること等につき説

明を行い、理解を得なければならない。 
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３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又

は診療所に伝えるよう求めなければならな

い。 

４ 略 

５ 略 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」と

は、指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機と、利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

 (1) 第４項各号に規定する方法のうち指定介

護予防支援事業者が使用するもの 

 (2) 略 

８ 略 

 

 （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３１条 指定介護予防支援の方針は、第２条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

４ 略 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」と

は、指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機と、利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

 (1) 第３項各号に規定する方法のうち指定介

護予防支援事業者が使用するもの 

 (2) 略 

７ 略 

 

 （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３１条 指定介護予防支援の方針は、第２条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによる
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ものとする。 

 (1)～(8) 略 

 (9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本とし

つつ、介護予防サービス計画の原案に位置

付けた指定介護予防サービス等の担当者

（以下この条において「担当者」とい

う。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関

する情報を担当者と共有するとともに、当

該介護予防サービス計画の原案の内容につ

いて、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めること。ただし、やむを得ない理

由がある場合については、担当者に対する

照会等により意見を求めることができるこ

と。 

 (10)～(14) 略 

 (14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービ

ス事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは、利

用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者

の心身又は生活の状況に係る情報のうち必

要と認めるものを、利用者の同意を得て主

治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提

供すること。 

 (15)～(20) 略 

 (21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看

護、介護予防通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合そ

ものとする。 

 (1)～(8) 略 

 (9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のため

に介護予防サービス計画の原案に位置付け

た指定介護予防サービス等の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を招

集して行う会議をいう。以下同じ。）の開

催により、利用者の状況等に関する情報を

担当者と共有するとともに、当該介護予防

サービス計画の原案の内容について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求める

こと。ただし、やむを得ない理由がある場

合については、担当者に対する照会等によ

り意見を求めることができること。 

 

 

 (10)～(14) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15)～(20) 略 

 (21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看

護、介護予防通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合そ
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の他必要な場合には、利用者の同意を得て

主治の医師又は歯科医師（次号及び第２２

号において「主治の医師等」という。）の

意見を求めなければならないこと。 

 (21)の２ 前号の場合において、担当職員

は、介護予防サービス計画を作成した際に

は、当該介護予防サービス計画を主治の医

師等に交付しなければならないこと。 

 (22)～(28) 略 

  

の他必要な場合には、利用者の同意を得て

主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医

師等」という。）の意見を求めなければな

らないこと。 

 

 

 

 

 (22)～(28) 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（平成３０年厚生労働省令第４号）の公布に伴い、指定地域密着型サービスの事業の基準

の見直し等を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第１２号議案 

   吉川市における幸福実感向上を目指したまちづくりのための産業振興基本条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市の産業振興に関し、基本理念及び施策の基本的方針を定めるこ

と等により、産業振興施策を総合的に推進し、もって本市の発展を図るとともに、事

業者、勤労者及び市民の幸福実感向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 事業者 営利非営利を問わず、市内において事業を営む法人、団体及び個人をいう。 

 (2) 勤労者 市内に在勤する者をいう。 

 (3) 市民 市内に在住し、又は在学する者をいう。 

 (4) 産業経済団体 事業者によって組織された産業振興等を目的とする団体をいう。 

 (5) 学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校で市内に所在

するものをいう。 

 (6) 協働 異なる主体が、課題を解決するために目的意識を共有し、相互の立場及び特

性を認識し、及び尊重しながら共通の目標に向かって取組を行うことをいう。 

 （基本理念） 

第３条 事業者、勤労者、市民及び市は、協働に基づいた産業振興施策により、本市の発

展を図るとともに、事業者、勤労者及び市民の幸福実感向上を目指したまちづくりを

推進する。 

 （基本的方針） 

第４条 産業振興施策の基本的方針は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 農商工業用地の確保、整備及び保全、新規参入の可能な環境整備、道路網の整備等

を推進することにより市内産業基盤の整備を図ること。 

 (2) 起業及び創業を推進するとともに、若者、女性、高齢者、障がい者、外国人等（以

下「若者等」という。）の活躍できる場の創出等新しい挑戦を推進することにより

市内産業の活性化を図ること。 

 (3) 事業後継者の計画的な育成、円満な事業売却及び合併等による事業者の円滑な事業

承継を推進することにより持続的な雇用及び産業の発展を図ること。 
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 (4) 事業者の情報発信及び交流、融資制度の拡充、農商工の事業連携、新商品の開発、

販路の拡大等により事業者の経営基盤の強化を図ること。 

 (5) 雇用及び就労への支援により事業者の人材確保を推進し、並びにワークライフバラ

ンスの推進等をすることにより若者等多様な勤労者がその能力を最大限に発揮でき

る環境を目指すこと。 

 (6) 職住近接を推進することにより市内経済循環の活性化及び地域の活力向上を図るこ

と。 

 (7) 産業経済団体と市の連携の強化を図ることにより地域の活性化を図ること。 

 (8) 地域ブランドの創造、販売網の整備等を推進することにより市外との経済循環を活

性化すること。 

 (9) 市内観光資源の開発及び活用による観光基盤整備を推進し、並びに市と事業者との

協働イベント、新商品開発等を推進することにより経済の活性化を図ること。 

 (10) 災害時における相互協力の推進等を通し、危機管理体制の強化を図ること。 

 (11) 環境負荷を低減する新エネルギーへの転換を推進することにより持続可能な社会

の実現を目指すこと。 

 (12) 産業を通した子どもへの教育を推進することにより次世代の地域産業を担う人材

の育成を図ること。 

 (13) 市民への情報提供を通し、この条例の基本理念の理解を図ることにより協働によ

る産業振興施策を推進すること。 

 (14) 産業を通したシティプロモーションを行うことにより市民の郷土愛を育むこと。 

 （市の責務） 

第５条 市は、前条の基本的方針を総合的かつ計画的に推進するため、必要な調査、研究

及び施策の立案を行い、財政上の措置を講ずる。 

２ 市は、吉川市総合振興計画等に基づく施策と産業振興施策の整合を図る。 

３ 市は、国、都道府県その他の関係機関の取組についての情報収集に努める。 

４ 市は、事業者、勤労者、市民及び市による意見交換の場を設けるよう努める。 

５ 市は、産業振興施策について、事業者、勤労者及び市民に情報提供を行い、理解を得

るよう努める。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、経済的又は社会的な環境の変化に対応して、自主的に事業活動の維持
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及び発展に努める。 

２ 事業者は、経営基盤の強化、人材の育成、雇用環境の充実及び円滑な事業承継を図り、

勤労者の生活を保障するとともに、高い士気のもとに、勤労者の自発性が発揮される

環境を確立するよう努める。 

３ 事業者は、産業経済団体に加入するよう努めるとともに、産業経済団体が行う活動に

協力し、事業者間の連携を推進することで市内経済循環を活性化するよう努める。 

４ 事業者は、この条例の基本理念を理解し、市内産業及びまちづくりの発展のため、産

業振興施策への協力に努める。 

５ 事業者は、地域社会を構成する一員としての責任を認識し、持続可能で豊かな地域社

会の実現に貢献し、勤労者及び市民の幸福実感を向上させるよう努める。 

 （勤労者の役割） 

第７条 勤労者は、この条例の基本理念を理解し、市内産業及びまちづくりの発展のた

め、産業振興施策への協力に努める。 

２ 勤労者は、自身の知識及び技能が市内産業を支えていることを理解し、勤労を通じ

て市内産業の振興に寄与するよう努める。 

３ 勤労者は、消費者としての行動が市内産業に与える影響を理解し、その消費行動を

通じて市内産業の振興に寄与するよう努める。 

 （市民の理解及び協力） 

第８条 市民は、この条例の基本理念を理解し、市内産業及びまちづくりの発展のため、

産業振興施策への協力に努める。 

２ 市民は、市の歴史、文化及び産業について理解を深め、主体的にまちづくりに参加

するよう努める。 

３ 市民は、消費者としての行動が市内産業に与える影響を理解し、その消費行動を通

じて市内産業の振興に寄与するよう努める。 

 （学校の役割） 

第９条 学校は、次世代の地域産業を担う人材の育成のため、この条例に基づく産業振興

施策に協力するよう努める。 

２ 学校は、市の歴史、文化及び産業についての理解を深めるための事業を実施するよう

努める。 

 （産業振興計画） 
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第１０条 市長は、産業振興施策を総合的かつ計画的に推進するため、産業振興に関する

計画（以下「産業振興計画」という。）を策定するものとする。 

２ 産業振興計画は、第３条に規定する基本理念及び第４条各号に掲げる基本的方針を踏

まえたものでなければならない。 

３ 市長は、産業振興計画の策定、変更又は評価をするに当たっては、事業者、勤労者、

市民、有識者等の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、産業振興計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前項の規定は、産業振興計画の変更について準用する。 

 （委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 産業振興施策を総合的に推進し本市の発展を図るとともに、事業者、勤労者及び市民の

幸福実感向上を目指したまちづくりを推進することを目的として、本市の産業振興に関し

基本理念及び施策の基本的方針を定めたいので、この案を提出するものである。 
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第１３号議案 

   市長及び副市長の給与等に関する条例及び吉川市教育委員会教育長の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例 

 （市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年吉川町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、又は死

亡した日現在）において市長等が受けるべき

給料の月額及びその月額に１００分の２０を

乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場

合においては１００分の２１２．５、１２月

に支給する場合においては１００分の２２

７．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

  

 

 （期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、又は死

亡した日現在）において市長等が受けるべき

給料の月額及びその月額に１００分の２０を

乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場

合においては１００分の２０７．５、１２月

に支給する場合においては１００分の２２

２．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

  

 

 （吉川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 吉川市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年吉川町条例第９号）
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の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、罷免さ

れ、又は死亡した日現在）において教育長が

受けるべき給料の月額及びその月額に１００

分の２０を乗じて得た額の合計額に、６月に

支給する場合においては１００分の２１２．

５、１２月に支給する場合においては１００

分の２２７．５を乗じて得た額に、基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

  

 

 （期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、罷免さ

れ、又は死亡した日現在）において教育長が

受けるべき給料の月額及びその月額に１００

分の２０を乗じて得た額の合計額に、６月に

支給する場合においては１００分の２０７．

５、１２月に支給する場合においては１００

分の２２２．５を乗じて得た額に、基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  平成３０年２月２３日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 市長、副市長及び教育長の期末手当について、人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般職の職

員に準じて改定したいので、この案を提出するものである。  
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第１４号議案 

   吉川市職員の給与に関する条例及び吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例 

 （吉川市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 吉川市職員の給与に関する条例（昭和３２年吉川町条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別紙と表示された部分にあっては、当該

別紙中下線が引かれた部分。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の

欄中下線が引かれた部分（別紙と表示された部分にあっては、当該別紙中下線が引か

れた部分。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正

後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （勤勉手当） 

第１９条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長

が定める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、職員に支給する勤勉手当の額

の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に定める額を超えては

ならない。 

 (1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第１８項第４号において

 

 （勤勉手当） 

第１９条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長

が定める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、職員に支給する勤勉手当の額

の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に定める額を超えては

ならない。 

 (1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第１８項第４号において
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同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に、６月に支給する場合に

は１００分の８５、１２月に支給する場合

には１００分の９５を乗じて得た額の総額 

 (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給す

る場合には１００分の４０、１２月に支給

する場合には１００分の４５を乗じて得た

額の総額 

３～５ 略 

 

   附 則 

 

２１ 附則第１８項の規定が適用される間、第

１９条第２項第１号に定める額は、同号の規

定にかかわらず、同号の規定により算出した

額から、同号に掲げる職員で附則第１８項の

規定により給与が減ぜられて支給されるもの

の勤勉手当減額対象額に、６月に支給する場

合には１００分の１．２７５、１２月に支給

する場合には１００分の１．４２５を乗じて

得た額（最低号給に達しない場合にあって

は、勤勉手当減額基礎額に、６月に支給する

場合には１００分の８５、１２月に支給する

場合には１００分の９５を乗じて得た額）の

総額に相当する額を減じた額とする。 

 

別紙２ 

  

同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に１００分の８５を乗じて

得た額の総額 

 

 (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に１００分の４０

を乗じて得た額の総額 

 

 

３～５ 略 

 

   附 則 

 

２１ 附則第１８項の規定が適用される間、第

１９条第２項第１号に定める額は、同号の規

定にかかわらず、同号の規定により算出した

額から、同号に掲げる職員で附則第１８項の

規定により給与が減ぜられて支給されるもの

の勤勉手当減額対象額に１００分の１．２７

５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合

にあっては、勤勉手当減額基礎額に１００分

の８５を乗じて得た額）の総額に相当する額

を減じた額とする。 

 

 

 

 

別紙１ 
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第２条 吉川市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （勤勉手当） 

第１９条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長

が定める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、職員に支給する勤勉手当の額

の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えては

ならない。 

 (1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第１８項第４号において

同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に１００分の９０を乗じて

得た額の総額 

 

 (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に１００分の４

２．５を乗じて得た額の総額 

 

 （勤勉手当） 

第１９条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長

が定める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、職員に支給する勤勉手当の額

の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えては

ならない。 

 (1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在（退職し、若しくは

失職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第１８項第４号において

同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に、６月に支給する場合に

は１００分の８５、１２月に支給する場合

には１００分の９５を乗じて得た額の総額 

 (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給す

る場合には１００分の４０、１２月に支給
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３～５ 略 

  

する場合には１００分の４５を乗じて得た

額の総額 

３～５ 略 

  

 

 （吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２８年吉川市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （特定任期付職員の給料表等） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」

という。）には、次の給料表を適用する。 

職務の級 給料月額（円） 

１級 ３７３，０００ 

２級 ４２１，０００ 

略 

２及び３ 略 

 

 （特定業務等従事任期付職員の給料表等） 

第８条 第３条又は第４条の規定により任期を

定めて採用された職員（以下「特定業務等従

事任期付職員」という。）には、次の給料表

を適用する。 

職務の級 給料月額（円） 

 

 （特定任期付職員の給料表等） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」

という。）には、次の給料表を適用する。 

職務の級 給料月額（円） 

１級 ３７２，０００ 

２級 ４２０，０００ 

略 

２及び３ 略 

 

 （特定業務等従事任期付職員の給料表等） 

第８条 第３条又は第４条の規定により任期を

定めて採用された職員（以下「特定業務等従

事任期付職員」という。）には、次の給料表

を適用する。 

職務の級 給料月額（円） 
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１級 １６８，６００ 

２級 １８５，８００ 

３級 ２２８，９００ 

４級 ２６２，０００ 

５級 ２８８，０００ 

２及び３ 略 

  

１級 １６７，６００ 

２級 １８４，８００ 

３級 ２２７，９００ 

４級 ２６１，１００ 

５級 ２８７，１００ 

２及び３ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条

例」という。）の規定及び第３条の規定による改正後の吉川市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）は、平成２９年４

月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

第２条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第１

条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された

給与（吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年吉川市条例

第２１号。以下「平成２７年改正条例」という。）附則第３条の規定に基づいて支給

された給料を含む。）又は第３条の規定による改正前の吉川市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例

の規定による給与（平成２７年改正条例附則第３条の規定による給料を含む。）又は

改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

  平成３０年２月２３日提出 

                             吉川市長 中原恵人   
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提案理由 

 人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の額を改定したいの

で、この案を提出するものである。 
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別紙１

別表第１（第３条関係）

（単位　円）

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

141,600 227,900 261,100 287,100 317,700 361,800 407,300

142,700 229,500 263,000 289,300 319,900 364,400 409,700

143,900 231,000 264,800 291,600 322,200 366,900 412,200

145,000 232,600 266,900 293,700 324,400 369,500 414,600

146,100 234,100 268,700 295,700 326,600 371,500 416,500

147,200 235,800 270,600 298,000 328,600 374,000 418,800

148,300 237,300 272,500 300,300 330,800 376,300 420,900

149,400 238,900 274,600 302,500 333,000 378,800 423,100

150,500 240,300 276,700 304,600 335,100 381,300 425,100

151,900 241,800 278,700 306,900 337,300 384,000 427,200

153,200 243,400 280,800 309,100 339,400 386,600 429,300

154,500 244,800 282,800 311,400 341,600 389,300 431,400

155,800 246,300 284,800 313,500 343,500 391,700 433,100

157,300 247,800 286,900 315,600 345,500 394,000 434,900

158,800 249,100 288,900 317,800 347,600 396,200 436,900

160,400 250,500 290,900 319,900 349,600 398,600 438,900

161,700 252,000 292,900 322,000 351,400 400,400 440,800

163,200 253,700 294,900 324,000 353,400 402,400 442,600

164,700 255,400 297,000 326,100 355,200 404,300 444,400

166,200 257,200 299,000 328,100 357,100 406,100 446,100

167,600 258,800 301,000 330,000 359,100 408,000 447,900

170,300 260,600 303,100 332,100 361,000 409,800 449,400

172,900 262,300 305,100 334,100 363,000 411,600 450,800

175,500 264,000 307,200 336,200 364,900 413,500 452,300

178,200 266,000 309,000 337,700 366,900 415,300 453,700

179,900 267,900 311,100 339,600 368,800 416,800 455,000

181,600 269,700 313,200 341,500 370,800 418,300 456,300

183,300 271,500 315,200 343,400 372,800 419,900 457,500

184,800 273,200 317,100 345,100 374,300 421,500 458,500

186,600 275,100 319,100 347,000 376,100 422,800 459,200

188,400 277,000 321,200 348,900 377,900 424,100 460,000

190,100 278,700 323,300 350,700 379,500 425,300 460,700

191,700 280,400 324,700 352,600 381,300 426,500 461,400

193,500 282,300 326,700 354,400 382,700 427,800 462,200

195,300 284,100 328,600 356,200 384,200 429,100 462,900

31

32

33

34

35

22

23

24

25

26

27

28

29

30

給料表

職員の
区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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197,100 286,000 330,700 357,900 385,800 430,300 463,500

198,700 287,600 332,600 359,300 387,200 431,500 464,000

200,500 289,300 334,500 360,600 388,400 432,300 464,600

202,300 291,100 336,500 362,000 389,600 433,100 465,200

204,100 292,900 338,400 363,400 390,700 433,900 465,800

205,800 294,600 340,300 364,700 391,800 434,500 466,300

207,600 296,300 342,200 365,600 393,000 435,200 466,800

209,400 297,900 344,000 366,700 394,200 435,900 467,200

211,200 299,500 345,900 367,800 395,300 436,600 467,500

212,600 301,200 347,400 368,600 396,000 437,400 467,800

214,400 302,900 348,800 369,500 396,700 438,200 468,300

216,100 304,500 350,300 370,400 397,400 438,600 468,700

217,900 306,200 351,800 371,300 398,100 439,300 469,000

219,600 307,300 353,400 372,200 398,700 439,800 469,300

221,300 308,800 354,200 373,000 399,300 440,200 469,800

222,900 310,300 355,400 373,800 399,800 440,600 470,200

224,500 311,900 356,400 374,600 400,200 441,000 470,500

226,000 313,500 357,300 375,300 400,600 441,400 470,800

227,700 315,100 358,400 376,000 400,900 441,800 471,300

229,300 316,700 359,300 376,700 401,200 442,200 471,700

230,900 318,200 360,400 377,400 401,500 442,500 472,000

232,200 319,700 361,300 377,900 401,800 442,800 472,300

233,700 320,900 362,000 378,500 402,100 443,200 472,800

235,100 322,100 362,700 379,100 402,400 443,500 473,200

236,400 323,300 363,400 379,800 402,700 443,800 473,500

237,700 324,000 363,800 380,200 403,000 444,100 473,800

238,900 324,900 364,400 380,900 403,300 444,500 474,300

239,900 325,700 365,100 381,500 403,600 444,800 474,700

241,100 326,500 365,800 382,100 403,900 445,100 475,000

242,400 327,400 366,100 382,500 404,200 445,400 475,300

243,600 327,800 366,800 383,100 404,500 445,800 475,800

244,800 328,500 367,500 383,700 404,800 446,100 476,200

246,100 329,300 368,200 384,300 405,100 446,400 476,500

247,000 330,100 368,500 384,700 405,300 446,700 476,800

248,400 330,800 369,100 385,200 405,600 447,100 477,300

249,800 331,500 369,800 385,700 405,900 447,400 477,700

251,300 332,200 370,400 386,300 406,200 447,700 478,000

252,700 332,700 370,700 386,600 406,400 448,000 478,300

254,100 333,300 371,300 387,000 406,700 448,400

67

68

69

70

71

72

73

74

58

59

60

61

62

63

64

65

66

49

50

51

52

53

54

55

56

57

40

41

42

43

44

45

46

47

48

36

37

38

39

再任
用職
員以
外の
職員
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255,500 333,800 372,000 387,400 407,000 448,700

256,800 334,400 372,600 387,800 407,200 449,000

258,000 334,700 373,000 388,100 407,400 449,300

259,300 335,200 373,500 388,400 407,700 449,700

260,700 335,600 374,100 388,700 408,000 450,000

262,000 336,100 374,600 389,000 408,200 450,300

263,300 336,500 375,100 389,200 408,400 450,600

264,400 337,000 375,700 389,500 408,700 451,000

265,700 337,500 376,200 389,800 409,000 451,300

267,000 338,000 376,500 390,000 409,200 451,600

268,000 338,300 376,900 390,200 409,400 451,900

269,100 338,700 377,400 390,500 409,700 452,300

270,400 339,200 377,800 390,800 410,000 452,600

271,700 339,600 378,200 391,000 410,200 452,900

272,800 339,900 378,600 391,200 410,400 453,200

273,800 340,300 379,100 391,500 410,700 453,600

274,800 340,800 379,500 391,800 411,000 453,900

275,900 341,200 379,900 392,000 411,200 454,200

277,100 341,400 380,200 392,200 411,400 454,500

278,100 341,800 380,700 392,500 411,700 454,900

279,000 342,300 381,100 392,800 412,000 455,200

280,000 342,700 381,500 393,000 412,200 455,500

280,700 342,800 381,800 393,200 412,400 455,800

281,600 343,300 382,300 393,500 412,700

282,300 343,700 382,700 393,800 413,000

283,200 344,000 383,100 394,000 413,200

284,200 344,300 383,400 394,200 413,400

285,000 344,700 383,900 394,500 413,700

285,800 345,100 384,300 394,800 414,000

286,600 345,500 384,700 395,000 414,200

287,400 346,000 385,000 395,200 414,400

287,900 346,400 385,500 395,500 414,700

288,300 346,800 385,900 395,800 415,000

288,800 347,200 386,300 396,000 415,200

288,900 347,700 386,600 396,200 415,400

289,300 348,100 387,100 396,500 415,700

289,500 348,400 387,500 396,800 416,000

289,900 348,700 387,900 397,000 416,200

290,100 349,200 388,200 397,200 416,400

112

113

103

104

105

106

107

108

109

110

111

94

95

96

97

98

99

100

101

102

85

86

87

88

89

90

91

92

93

76

77

78

79

80

81

82

83

84

75
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349,600 388,700 397,500 416,700

349,900 389,100 397,800 417,000

350,200 389,500 398,000 417,200

350,700 389,800 398,200 417,400

351,100 390,300 398,500

351,400 390,700 398,800

351,700 391,100 399,000

352,200 391,400 399,200

352,600 391,900 399,500

352,900 392,300 399,800

353,200 392,700 400,000

353,700 393,000 400,200

354,100

354,400

354,700

355,200

355,600

355,900

356,200

356,700

再任用
職員

214,400 254,400 273,800 288,900 314,300 356,000 389,100

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

114

115

116

117

118

119

120
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別紙２

別表第１（第３条関係）

（単位　円）

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

142,600 228,900 262,000 288,000 318,500 362,300 407,700

143,700 230,500 263,900 290,200 320,700 364,900 410,100

144,900 232,000 265,700 292,500 323,000 367,400 412,600

146,000 233,600 267,800 294,600 325,200 370,000 415,000

147,100 235,100 269,600 296,600 327,400 371,900 416,900

148,200 236,800 271,500 298,900 329,400 374,400 419,200

149,300 238,300 273,400 301,200 331,600 376,700 421,300

150,400 239,900 275,500 303,400 333,800 379,200 423,500

151,500 241,200 277,600 305,400 335,800 381,700 425,500

152,900 242,700 279,600 307,700 338,000 384,400 427,600

154,200 244,300 281,700 309,900 340,000 387,000 429,700

155,500 245,700 283,700 312,200 342,200 389,700 431,800

156,800 247,200 285,700 314,300 344,000 392,100 433,500

158,300 248,700 287,800 316,400 346,000 394,400 435,300

159,800 250,000 289,800 318,600 348,100 396,600 437,300

161,400 251,400 291,800 320,700 350,100 399,000 439,300

162,700 252,900 293,700 322,700 351,800 400,800 441,200

164,200 254,600 295,700 324,700 353,800 402,800 443,000

165,700 256,300 297,800 326,700 355,600 404,700 444,800

167,200 258,100 299,800 328,700 357,500 406,500 446,500

168,600 259,700 301,800 330,500 359,500 408,400 448,300

171,300 261,500 303,900 332,600 361,400 410,200 449,800

173,900 263,200 305,900 334,600 363,400 412,000 451,200

176,500 264,900 308,000 336,700 365,300 413,900 452,700

179,200 266,900 309,700 338,100 367,300 415,700 454,100

180,900 268,800 311,800 340,000 369,200 417,200 455,400

182,600 270,600 313,800 341,900 371,200 418,700 456,700

184,300 272,400 315,800 343,800 373,200 420,300 457,900

185,800 274,100 317,600 345,500 374,700 421,900 458,900

187,600 276,000 319,600 347,400 376,500 423,200 459,600

189,400 277,900 321,700 349,300 378,300 424,500 460,400

191,100 279,600 323,800 351,100 379,900 425,700 461,100

192,700 281,200 325,100 353,000 381,700 426,900 461,800

194,500 283,100 327,100 354,800 383,100 428,200 462,600

196,300 284,900 329,000 356,600 384,600 429,500 463,300

18

19

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

給料表

職員の
区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

26

32

33

34

35

27

28

29

30

31
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198,100 286,800 331,100 358,300 386,200 430,700 463,900

199,700 288,400 333,000 359,700 387,600 431,900 464,400

201,500 290,100 334,900 361,000 388,800 432,700 465,000

203,300 291,900 336,900 362,400 390,000 433,500 465,600

205,100 293,700 338,800 363,800 391,100 434,300 466,200

206,800 295,300 340,700 365,100 392,200 434,900 466,700

208,600 297,000 342,600 366,000 393,400 435,600 467,200

210,400 298,500 344,400 367,100 394,600 436,300 467,600

212,200 300,100 346,300 368,200 395,700 437,000 467,900

213,600 301,700 347,800 369,000 396,400 437,800 468,200

215,400 303,400 349,200 369,900 397,100 438,600 468,700

217,100 305,000 350,700 370,800 397,800 439,000 469,100

218,900 306,700 352,200 371,700 398,500 439,700 469,400

220,600 307,700 353,800 372,600 399,100 440,200 469,700

222,300 309,200 354,600 373,400 399,700 440,600 470,200

223,900 310,700 355,800 374,200 400,200 441,000 470,600

225,500 312,300 356,800 375,000 400,600 441,400 470,900

227,000 313,900 357,700 375,700 401,000 441,800 471,200

228,700 315,500 358,800 376,400 401,300 442,200 471,700

230,300 317,100 359,700 377,100 401,600 442,600 472,100

231,900 318,600 360,800 377,800 401,900 442,900 472,400

233,100 320,100 361,700 378,300 402,200 443,200 472,700

234,600 321,300 362,400 378,900 402,500 443,600 473,200

236,000 322,500 363,100 379,500 402,800 443,900 473,600

237,300 323,700 363,800 380,200 403,100 444,200 473,900

238,600 324,400 364,200 380,600 403,400 444,500 474,200

239,800 325,300 364,800 381,300 403,700 444,900 474,700

240,800 326,100 365,500 381,900 404,000 445,200 475,100

242,000 326,900 366,200 382,500 404,300 445,500 475,400

243,300 327,800 366,500 382,900 404,600 445,800 475,700

244,500 328,200 367,200 383,500 404,900 446,200 476,200

245,700 328,900 367,900 384,100 405,200 446,500 476,600

247,000 329,700 368,600 384,700 405,500 446,800 476,900

247,900 330,500 368,900 385,100 405,700 447,100 477,200

249,300 331,200 369,500 385,600 406,000 447,500 477,700

250,700 331,900 370,200 386,100 406,300 447,800 478,100

252,200 332,600 370,800 386,700 406,600 448,100 478,400

253,600 333,100 371,100 387,000 406,800 448,400 478,700

255,000 333,700 371,700 387,400 407,100 448,800

37

48

49

38

39

40

41

42

43

44

45

36

56

46

47

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

74

再任
用職
員以
外の
職員
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256,400 334,200 372,400 387,800 407,400 449,100

257,700 334,800 373,000 388,200 407,600 449,400

258,900 335,100 373,400 388,500 407,800 449,700

260,200 335,600 373,900 388,800 408,100 450,100

261,600 336,000 374,500 389,100 408,400 450,400

262,900 336,500 375,000 389,400 408,600 450,700

264,100 336,900 375,500 389,600 408,800 451,000

265,200 337,400 376,100 389,900 409,100 451,400

266,500 337,900 376,600 390,200 409,400 451,700

267,800 338,400 376,900 390,400 409,600 452,000

268,800 338,700 377,300 390,600 409,800 452,300

269,900 339,100 377,800 390,900 410,100 452,700

271,200 339,600 378,200 391,200 410,400 453,000

272,500 340,000 378,600 391,400 410,600 453,300

273,500 340,300 379,000 391,600 410,800 453,600

274,500 340,700 379,500 391,900 411,100 454,000

275,400 341,200 379,900 392,200 411,400 454,300

276,500 341,600 380,300 392,400 411,600 454,600

277,600 341,800 380,600 392,600 411,800 454,900

278,600 342,200 381,100 392,900 412,100 455,300

279,500 342,700 381,500 393,200 412,400 455,600

280,500 343,100 381,900 393,400 412,600 455,900

281,100 343,200 382,200 393,600 412,800 456,200

282,000 343,700 382,700 393,900 413,100

282,700 344,100 383,100 394,200 413,400

283,600 344,400 383,500 394,400 413,600

284,600 344,700 383,800 394,600 413,800

285,400 345,100 384,300 394,900 414,100

286,200 345,500 384,700 395,200 414,400

287,000 345,900 385,100 395,400 414,600

287,800 346,400 385,400 395,600 414,800

288,300 346,800 385,900 395,900 415,100

288,700 347,200 386,300 396,200 415,400

289,200 347,600 386,700 396,400 415,600

289,300 348,100 387,000 396,600 415,800

289,700 348,500 387,500 396,900 416,100

289,900 348,800 387,900 397,200 416,400

290,300 349,100 388,300 397,400 416,600

290,500 349,600 388,600 397,600 416,800

80

81

82

83

84

85

75

76

77

78

79

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

104

105

106

107

108

109

98

99

100

101

102

103

110

111

112

113
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350,000 389,100 397,900 417,100

350,300 389,500 398,200 417,400

350,600 389,900 398,400 417,600

351,100 390,200 398,600 417,800

351,500 390,700 398,900

351,800 391,100 399,200

352,100 391,500 399,400

352,600 391,800 399,600

353,000 392,300 399,900

353,300 392,700 400,200

353,600 393,100 400,400

354,100 393,400 400,600

354,500

354,800

355,100

355,600

356,000

356,300

356,600

357,100

再任用
職員

214,800 254,800 274,200 289,300 314,700 356,400 389,500

114

115

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121
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第１５号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名 高久雨水ポンプ場電気設備工事 (Ｈ２９ 自家発更新) 

２ 工事場所 吉川市高久一丁目地内 

３ 工  期 変更前 契約締結日から平成３０年３月３０日まで 

 変更後 契約締結日から平成３０年９月２８日まで 

４ 請負金額 ３４５，６００，０００円 

５ 請負業者 住    所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目２４７番地 

       氏名又は名称 荏原商事株式会社 関東支社 

       代表者職氏名 支社長 高濱俊一 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 平成２９年９月２５日付けで効力が発生した高久雨水ポンプ場電気設備工事 (Ｈ２９ 

自家発更新)の請負契約について、非常用電源である自家用発電気設備の製造に時間を要

することから工期を変更したいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出

するものである。 
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第１６号議案 

   埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の規約変

更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成３０年３

月３１日をもって埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退させ、埼玉

県市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて、議決を求める。 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 平成３０年３月３１日をもって埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を

脱退させること及び同年４月１日から入間東部地区消防組合が名称を変更することに伴い、

埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２９０条の規定により、この案を提出するものである。 
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別紙 

   埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次のように変

更する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

別表第１（第３条関係） 

組合市町村 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 

東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣

市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座

市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士

見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴

ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 熊谷

市 蕨市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山

町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町 川島

町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 

皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里

町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸

町 松伏町 埼玉県都市競艇組合 埼葛斎場

組合 越谷・松伏水道企業団 蓮田白岡衛生

組合 久喜宮代衛生組合 朝霞地区一部事務

組合 埼玉県市町村総合事務組合 桶川北本

 

別表第１（第３条関係） 

組合市町村 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 

東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣

市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座

市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士

見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴

ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 熊谷

市 蕨市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山

町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町 川島

町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 

皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里

町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸

町 松伏町 埼玉県都市競艇組合 埼葛斎場

組合 越谷・松伏水道企業団 蓮田白岡衛生

組合 久喜宮代衛生組合 朝霞地区一部事務

組合 埼玉県市町村総合事務組合 桶川北本
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水道企業団 小川地区衛生組合 皆野・長瀞

下水道組合 上尾桶川伊奈衛生組合 志木地

区衛生組合 北本地区衛生組合 入間西部衛

生組合 東埼玉資源環境組合 本庄上里学校

給食組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸、

鶴ヶ島下水道組合 秩父広域市町村圏組合 

坂戸地区衛生組合 入間東部地区事務組合 

吉川松伏消防組合 児玉郡市広域市町村圏組

合 鴻巣行田北本環境資源組合 埼玉西部環

境保全組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合 比企広

域市町村圏組合 埼玉県央広域事務組合 西

入間広域消防組合 埼玉中部環境保全組合 

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 広域利

根斎場組合 大里広域市町村圏組合 埼玉西

部消防組合 埼玉東部消防組合 草加八潮消

防組合 

 

別表第２（第４条関係） 

共同処

理する

事務 

組合市町村 

第４条

第１号

に掲げ

る事務 

 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市

 本庄市 東松山市 春日部市 

狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市

 上尾市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木市 和

光市 新座市 桶川市 久喜市 

北本市 八潮市 富士見市 三郷

市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴

水道企業団 小川地区衛生組合 皆野・長瀞

下水道組合 上尾桶川伊奈衛生組合 志木地

区衛生組合 北本地区衛生組合 入間東部地

区衛生組合 入間西部衛生組合 東埼玉資源

環境組合 本庄上里学校給食組合 坂戸、鶴

ヶ島水道企業団 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

秩父広域市町村圏組合 坂戸地区衛生組合 

入間東部地区消防組合 吉川松伏消防組合 

児玉郡市広域市町村圏組合 鴻巣行田北本環

境資源組合 埼玉西部環境保全組合 坂戸・

鶴ヶ島消防組合 比企広域市町村圏組合 埼

玉県央広域事務組合 西入間広域消防組合 

埼玉中部環境保全組合 毛呂山・越生・鳩山

公共下水道組合 広域利根斎場組合 大里広

域市町村圏組合 埼玉西部消防組合 埼玉東

部消防組合 草加八潮消防組合 

 

別表第２（第４条関係） 

共同処

理する

事務 

組合市町村 

第４条

第１号

に掲げ

る事務 

 

秩父市 所沢市 飯能市 加須市

 本庄市 東松山市 春日部市 

狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市

 上尾市 草加市 越谷市 戸田

市 入間市 朝霞市 志木市 和

光市 新座市 桶川市 久喜市 

北本市 八潮市 富士見市 三郷

市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴
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ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ

野市 白岡市 伊奈町 三芳町 

毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山

町 小川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 皆野

町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村

 美里町 神川町 上里町 寄居

町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼

玉県都市競艇組合 埼葛斎場組合

 越谷・松伏水道企業団 蓮田白

岡衛生組合 久喜宮代衛生組合 

朝霞地区一部事務組合 埼玉県市

町村総合事務組合 桶川北本水道

企業団 小川地区衛生組合 皆

野・長瀞下水道組合 上尾桶川伊

奈衛生組合 志木地区衛生組合 

北本地区衛生組合 入間西部衛生

組合 東埼玉資源環境組合 本庄

上里学校給食組合 坂戸、鶴ヶ島

水道企業団 坂戸、鶴ヶ島下水道

組合 秩父広域市町村圏組合 坂

戸地区衛生組合 入間東部地区事

務組合 吉川松伏消防組合 児玉

郡市広域市町村圏組合 鴻巣行田

北本環境資源組合 埼玉西部環境

保全組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合

 比企広域市町村圏組合 埼玉県

央広域事務組合 西入間広域消防

組合 埼玉中部環境保全組合 毛

ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ

野市 白岡市 伊奈町 三芳町 

毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山

町 小川町 川島町 吉見町 鳩

山町 ときがわ町 横瀬町 皆野

町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村

 美里町 神川町 上里町 寄居

町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼

玉県都市競艇組合 埼葛斎場組合

 越谷・松伏水道企業団 蓮田白

岡衛生組合 久喜宮代衛生組合 

朝霞地区一部事務組合 埼玉県市

町村総合事務組合 桶川北本水道

企業団 小川地区衛生組合 皆

野・長瀞下水道組合 上尾桶川伊

奈衛生組合 志木地区衛生組合 

北本地区衛生組合 入間東部地区

衛生組合 入間西部衛生組合 東

埼玉資源環境組合 本庄上里学校

給食組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業

団 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 秩

父広域市町村圏組合 坂戸地区衛

生組合 入間東部地区消防組合 

吉川松伏消防組合 児玉郡市広域

市町村圏組合 鴻巣行田北本環境

資源組合 埼玉西部環境保全組合

 坂戸・鶴ヶ島消防組合 比企広

域市町村圏組合 埼玉県央広域事

務組合 西入間広域消防組合 埼
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呂山・越生・鳩山公共下水道組合

 広域利根斎場組合 大里広域市

町村圏組合 埼玉西部消防組合 

埼玉東部消防組合 草加八潮消防

組合 

 略 

  

玉中部環境保全組合 毛呂山・越

生・鳩山公共下水道組合 広域利

根斎場組合 大里広域市町村圏組

合 埼玉西部消防組合 埼玉東部

消防組合 草加八潮消防組合 

 略 

  

 

   附 則 

 この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 
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第１７号議案 

   和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 次のとおり土地売買契約の解除による損害賠償について和解し、損害賠償の額を定める

ことについて議決を求める。 

１ 相 手 方  住所 ○○○○○○○○○○ 

         氏名 ○○○○○○○○○○ 

         住所 ○○○○○○○○○○ 

         氏名 ○○○○○○○○○○ 

         住所 ○○○○○○○○○○ 

         氏名 ○○○○○○○○○○ 

２ 本件の概要 

  平成１６年１２月１０日付けで締結した土地売買契約に基づいて売却した土地が当市

の所有地ではなかったことが明らかとなったため、当該契約を解除し、３及び４のと

おり和解し、損害賠償金を支払うものである。 

  本件土地は、法務局に備え付けられた地図に準ずる図面において無地番の水路である

ことを確認の上契約を締結したが、契約の相手方の相続人からの申出により閉鎖され

た地図に準ずる図面及び土地台帳を確認したところ、本件土地は、契約以前から契約

の相手方の配偶者の所有地であったことが判明した。 

  なお、契約の相手方は死亡しているため、本件和解及び損賠賠償の相手方は契約の相

手方の相続人である。 

３ 和解の内容 

 (1) 当市は、相手方に対し、土地売買代金３，５４０，４００円及び利息２，３５４，

５００円を損害賠償金として平成３０年３月３０日までに支払う。 

 (2) 本件に関して、損害賠償金以外に何らの債権債務がないことを確認し、今後いかな

る事情が発生しても双方とも異議の申立て及び訴訟の提起をしない。 

４ 損害賠償額  ５，８９４，９００円 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 土地売買契約の解除による損害について和解し、賠償するため、地方自治法（昭和２２
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年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、この案を提出する

ものである。 
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第１８号議案 

   市道の路線認定及び廃止について 

 次のとおり市道の路線認定及び路線廃止をすることについて議決を求める。 

１ 路線認定 

路 線 名 起   点 終   点 

２－１２５ 
吉川中央土地区画整理事業仮換

地７１街区８画地地先 
大字中井字小松川１２２番地先 

２－２０２ 
吉川中央土地区画整理事業仮換

地８０街区１０画地地先 
吉川団地２６０番１地先 

２－３０７ 
吉川中央土地区画整理事業仮換

地１０８街区１１画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換

地２８街区２画地地先 

２－３１２ 
吉川中央土地区画整理事業仮換

地９４街区１０画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換

地９５街区１４画地地先 

２－３１３ 
吉川中央土地区画整理事業仮換

地８７街区５画地地先 

吉川中央土地区画整理事業仮換

地８６街区３画地地先 

２－４８０ 栄町１３７５番１地先 栄町１３７６番２地先 

２－４８１ 栄町１３５４番３８地先 栄町１３９７番１地先 

２－４８２ 栄町１５９０番１地先 栄町１４９７番１９地先 

２－４８３ 栄町１５７２番１地先 栄町１５０８番１地先 

２－５３７ 栄町１５３５番２６地先 栄町１５２４番１地先 
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２ 路線廃止 

路 線 名 起   点 終   点 

２－２０２ 栄町９０１番１地先 吉川団地２６０番地先 

２－３０７ 
大字平沼字佐左エ門切１５０７

番地先 

吉川中央土地区画仮換地２８街区

２画地地先 

２－３１２ 栄町１４１６番３地先 
大字平沼字曽根通１２１４番地

先 

２－３１３ 栄町１３９６番３地先 
大字平沼字曽根通１２３５番地

先 

２－５３７ 栄町１５２３番１地先 
大字平沼字佐左エ門切１６３１

番地先 

 

  平成３０年２月２３日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川中央土地区画整理事業に伴う新設道路の路線認定及び新設道路の路線認定に伴う市

道の路線の廃止並びに市道の路線認定を行いたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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第１９号議案 

   副市長の選任について 

 副市長に次の者を選任することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○○○ 

   氏  名 椎葉祐司 

   生年月日 ○○○○○○○○○○ 

  平成３０年２月２３日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 副市長の椎葉祐司氏が平成３０年３月３１日をもって任期満了となるため、再度選任す

ることについて同意を得たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６２条の

規定により、この案を提出するものである。 
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経   歴   書  

氏  名 椎葉祐司 

生年月日 ○○○○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○○○○ 

経  歴 

 昭和５４年 ４月 １日から 

               吉川町役場勤務 

 平成 ８年 ３月３１日まで 

  

平成 ８年 ４月 １日から 

               吉川市役所勤務 

 平成２６年 ３月３１日まで 

  

平成２６年 ４月 １日から 

                吉川市副市長 

 現在に至る 

 

（吉川町役場及び吉川市役所勤務中の主な職） 

  平成 元年 ４月 １日  秘書企画室企画調整担当主査 

  平成 ４年 ４月 １日  財政課長補佐兼財政課財政係長事務取扱 

  平成 ６年 ４月 １日  秘書企画室市制準備担当主幹 

  平成 ７年 ４月 １日  市制準備室長 

  平成 ９年 ４月 １日  環境経済部環境対策課長 

  平成１１年 ４月 １日  環境経済部次長兼環境経済部環境対策課長 

  平成１２年 ４月 １日  企画財政部次長兼企画財政部秘書企画課長 

  平成１４年 ４月 １日  政策室次長兼政策室主幹 

  平成１８年 ４月 １日  市民生活部長 

  平成２２年 ４月 １日  政策室長 

  平成２５年 ４月 １日  健康福祉部長 


